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― 次  第 ― 
 

【越谷市行政経営審議会委員委嘱式】 

 

【令和６年度第１回越谷市行政経営審議会】 

１ 開会 

２ 審議会会長及び会長職務代理者の選出 

３ 諮問 「使用料等のあり方に関する基本方針」の改定案について 

４ 議事 

（１）協議事項 
   「使用料等のあり方に関する基本方針」の改定案について 
 

（２）報告事項 
① 第５次越谷市総合振興計画前期基本計画に係る令和５年度 

進捗状況について（政策課） 
 

② 第７次越谷市行政改革大綱実施計画 令和５年実績報告書 
（案）について（行政管理課） 
 

③ 事務事業評価（事後評価）実施結果（令和５年度実施事業） 
報告書（案）について（行政管理課） 

５ その他 

６ 閉 会 



改正案

１ 使用料等に対する基本的な考え方

（１） 受益者負担の原則

使用料等は、特定の方が行政サービスを利用し受益関係が生じる場合、当該サービスを利用
する方としない方との公平性を図るなどの理由から、利用する方からその提供に要する費用の
一部負担を求めることを原則とします。

（２） 算定方法の明確化

行政サービスの利用者に適正な負担を求めるため、施設利用や役務の提供に係る費用、負担
する内容など、使用料等の算定方法を明確にし、透明性を確保します。

（３） 行政サービス向上の取組

受益者負担の原則を踏まえ、事務の効率化や経費削減を図り 、効率的で効果的な行政サービ
スの提供に努めます。また、公の施設は、市民の利用に供する目的で整備されたも のであり 、
市民に広く開かれた施設運営が求められることから、市民の利用満足度や施設稼働率の向上
を図り ます。

２ 使用料等の定義

地方自治法（以下「法」）において、使用料及び手数料の目的や性質等は以下のとおり です。

現行

【使用料等に対する基本的な考え方】

法律により 、財・サービスの受益者に使用料等を負担させてはならないとする道路 、義務教育施
設 、都市公園 、図書館 等を除く財・サービスに対しては、財・サービスを受ける方と受けない方と
の公平性を図るなどの理由から、財・サービスを受ける方からその提供に要する費用（コスト）の一
部負担を求めることを原則とします。

この場合、施設本体の使用料とは別に、また、施設本体の使用料を無料にしているも のでも 、施
設内の特定の設備（例えば、冷暖房設備、音響設備、憩い・慰安、娯楽の類の設備等）を提供する
際は、その財・サービスの受益が大きいと認めるも のについて、一部負担を求めるも のとします。

更には、現に、財・サービスの受益者に使用料等を求めていない場合であっても 、そのことの恒
久化を是認するも のではなく、常に見直しを図るも のとします。

１ 使用料等の地方自治法上の位置付け

地方自治法（以下「法」）では、地方税を除く収入を「分担金」、「使用料」、「旧慣使用の使用料及
び加入金」及び「手数料」とし、これら金銭債権の目的や性質等は以下のとおり です。

（１）分担金（負担金）※法第2 2 4 条

普通地方公共団体は、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件（＝事業）に関
し、その必要な費用に充てるため、当該事件により 特に利益を受ける者から、その受益の限度に
おいて分担金を徴収することができるとされています。
この規定は、受益者負担の考え方を法律の条文に明確に示したも のです。
分担金は、ある財・サービスの提供に係る対価という 性質ではなく、特定の事業費の一部をその
利益を受ける方に負担しても らう という 性質を帯びています。具体例としては、「公共下水道事
業受益者負担金」等 です。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表
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改正案

（１） 使用料

使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用に対し徴収できるも のです。（法第2 2 5 条）
公の施設を利用することでの対価という 性質を帯びています。
具体例としては、「公共下水道使用料」、「体育館使用料」、「地区センター・公民館使用料」、
「行政財産使用料（土地又は建物を、電柱・電話柱等の電気通信施設の設置、あるいは自動販
売機の設置として）」等多岐に及びます。
その他使用料と称するも の以外に、観覧料（児童館コスモス・プラネタリ ウム）、入館料（大間野
町旧中村家住宅）、入園料（日本庭園花田苑、キャンベルタウン野鳥の森、アリ タキ植物園）等
の名称の使用料があり ます。

（２） 手数料

手数料は、地方公共団体の事務で特定の者（＝直接利益を受ける者）のためにするも のに対し、
徴収できるも のです。（法第2 2 7 条）
各種書類等の申請、発行、届出等に係る手数料は、特定の者（例えば、申請人）に対して提供
する役務の対価（＝事務手数料等）という 性質を帯びています。
具体例としては、「し尿処理手数料」、「行政手数料」等多岐に及びます。

現行

（２）使用料 ※法第2 2 5 条

普通地方公共団体は、行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができ
るとされています。
公の施設を利用することでの対価という 性質を帯びています。
具体例としては、「公共下水道使用料」、「体育館使用料」、「地区センター・公民館使用料」、「行
政財産使用料（土地又は建物を、電柱・電話柱等の電気通信施設の設置、あるいは自動販売機
の設置として）」等多岐に及びます。
その他、○○使用料と称するも の以外に、観覧料（児童館コスモス・プラネタリ ウム）、入館料（大
間野町旧中村家住宅）、入園料（日本庭園花田苑、キャンベルタウン野鳥の森、アリ タキ植物園）
等の名称の使用料があり ます。

（３）手数料 ※法第2 2 7 条

普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者（＝直接利益を受ける者）のた
めにするも のについて手数料を徴収することができるとされています。
文字どおり 、特定の者（例えば、申請人）に対して提供する役務の対価（＝事務手数料等）という
性質を帯びています。
具体例としては、「し尿処理手数料」、「行政手数料」等多岐に及びます。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表

地方自治法上の税外収入
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改正案

３ 使用料等の原価の考え方

使用料等の算定は、法律等により その方法が定められている保育所保育料、養護老人ホーム使
用料、市営住宅家賃等を除き、以下の方法に拠るも のとします。

（１） 使用料等の算定手順

使用料等の算定手順は、まず、当該行政サービスに係る「原価」を算出します。
次に、その原価の何割を行政サービスの受益者に負担していただくかの「受益者負担割合」を
決めて仮の単価を算出します。
最後に、近隣自治体等の類似する行政サービスの単価や市場単価などを比較考慮して、使用
料等の最終単価（※単位あたり の単価）を求めます。

●使用料等の算式

原価 × 受益者負担割合 ± 近隣等比較考慮 ＝ 使用料等

（２） 原価算定の対象経費

原価に含める経費は、人に係る経費（人件費）、モノに係る経費（物件費）、その他の経費（減価
償却費等）に係る経費とします。
また、指定管理者制度を導入している施設については、指定管理者の決算額を上記に準じて
用いることとします。

現行

２ 使用料等の原価（コスト）の考え方

使用料等の算定は、法律等により その方法が定められている保育所保育料 、養護老人ホーム使
用料 、市営住宅家賃 等を除き、以下の方法に拠るも のとします。なお、ここに示した考え方は旧
基本方針と変わり あり ません。

（１）使用料等価額の算定手順とコストの範囲

使用料等の価額を算定する手順は、まず、当該財・サービスに係る「原価」を算出します。
次に、その原価の何割を財・サービスの受益者に負担していただくかの「受益者負担割合」を
決めて仮の価額を算出します。
最後に、近隣や同格自治体等の類似する財・サービスの価額を比較考慮して、使用料等の最終
価額（※単位あたり の価額）を求めます。

事務事業に係るコストは、大きく「職員人件費」、「事業費」、「減価償却費」に分類できます。

①職員人件費の考え方

職員人件費の平均額に人工（※にんく:当該サービスの事務を担当する職員の当該事務に費や
す事務量のことで、当該職員の年間の総事務量の何％を占めるか）を乗じます。

例えば、直近年度における職員1人あたり の平均人件費が８４２万５千円とし、Ａ施設の管理を担
当する職員の年間の総事務量に占めるＡ施設の管理事務に費やすボリ ュームが１２％のとき、
人工は０．１２となり 、人件費は１０１万１千円（8 4 2 万5 千円×0 .12 ）になり ます。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表

 ●使用料等の算式 

 

 原価 受益者負担割合 近隣等比較 使用料等 
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改正案

【対象経費】

【対象外経費】

現行

②事業経費の考え方

事業に係る経費には、「賃金」 、「旅費」、「需用費」 、「役務費」 、「委託料」 、「使用料及び賃借
料」 、「備品購入費」等があり ます。

③減価償却費の考え方

Ａ 施設・構築物、設備、備品等

民間企業では、社屋や工場、機械設備などの経費を商品コストに反映させますが、行政も 同様に、
財・サービスを提供するためのツールとして整備する公の施設や設備等の経費はコストとして使
用料等の価額に反映させることになり ます。
この場合、施設等は経年劣化することから、通常その資産価値 は漸次減少し、最終的には価値
ゼロ（＝１円 ※かつては価値を残存させていた）になるので、建築等のコストも これに合わせて、
価値ゼロの年まで平準化（＝均等化）させる会計処理がとられます。それは、施設等の利用者に
施設等の経費を公平に負担しても らう 考えでも あり ます。
価値ゼロになるまでの時間（＝耐用年数）は、資産の種類・性質ごとに決められており （耐用年数
表 ）、当該資産の取得原価 を耐用年数で除した額が減価償却費です。
例えば、建築費１億円の鉄骨造の体育館の耐用年数が３４年とすると、減価償却費は、毎年２９４
万１千円（1億円÷3 4 年）を計上することになり ます。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表

種 別 内 容

施設の管理運
営に係る経費

人に係る経費
（人件費）

人件費の平均額に人工（※にんく :当該サービスの

事務を担当する職員の当該事務に費やす事務量
のことで、当該職員の年間の総事務量の何％を
占めるか）を乗じる。

モノに係る経費
（物件費）

消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費、通信運搬
費、施設・設備の保守点検委託料、使用料及び賃
借料、工事請負費、備品購入費など、通常の施設
の管理運営に係る費用

その他の経費
（減価償却費）

建物等の減価償却費の当該年度分

※減価償却費を算入する場合は、市民への影響
を配慮するととも に、事務の煩雑を避けるなどの
理由から、施設、設備（償却資産）とも に取得価額
を１千万円以上とする。

施設の建設（取
得）に係る経費

公の施設の建設（取得）に要した経費

種 別 内 容

施設の用地
施設の用地としての土地は、使用することで劣化や減価を来たすも ので
はないため、用地の取得費は経費に含めないも のとする。

災害等により 要
した経費

災害等により 生じた災害の復旧や避難所としての活用など、公の施設本
来の設置目的と異なる一時的な経費
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改正案 現行

しかし、実際の使用料等の価額を算出するに当たっては、施設等の建築費を経費として算入する
場合と算入しない場合が考えられます。
使用料等の経費に公の施設の建築費を含めるかどう かの判断基準は、当該施設が目的とする
サービスの提供に直接的な関係があるかが大きく関わってきます。例えば、住民票の交付事務は
市庁舎はじめ、南・北の出張所や地区センター等でも 行っていますが、これらの施設は住民票交
付の目的のためだけに整備されたわけではあり ませんので、市庁舎等の建築費を住民票交付事
務のために要する経費と見ることは適当ではあり ません。一方、武道場は武道を目的として整備
されたも のですから、その建設等の費用を使用料の経費と捉えることができます。なお、減価償
却費を算入する場合は、市民への影響に配慮し、また、事務の煩雑を避けるなどの理由から、施
設、設備（償却資産）とも に取得価額を１千万円以上 とします。
また、施設には常に修繕等の維持費がかかっていますので、耐用年数経過後も コストから減価償
却費を除くことなく計上します。

Ｂ 施設の用地

施設の用地としての土地は、使用することで劣化や減価を来たすも のではあり ませんので、用地
の取得費は経費に含めないも のとします。
また、土地そのも のの活用が行政サービスのツールになっている、例えば、野球場や庭球場等の
場合でも 同様に扱う も のとします。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表

    初年度  3 年度目・・・10年度目・・・・20年度目・・・・・30年度目・・・34年度目 

 

 

（万円） 294.1  294.1    294.1     294.1      294.1    294.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却資産の耐用年数の一例 

種 類    構造又は用途       細 目        耐用年数 

建 物  金属造（肉厚４㍉超）    事務所用         ３８年 

                   学校用、体育館用     ３４年 

                   旅館用、病院用      ２９年 

器具及  金属製の事務机・椅子・キャビネット          １５年 

び備品  冷暖房用機器                      ６年 

※「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」より抜粋 
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改正案

（３） 使用料原価計算の標準式

①貸室の場合

地区センター・公民館、市民会館等における会議室の貸出しなど、一定のスペースを提供する
施設は、次のとおり 算出します。

②個人利用の場合

温水プールや動・植物園、観光施設等の不特定多数の個人が利用する施設は、次のとおり 算出
します。

（４） 手数料原価計算の標準式

手数料については、次のとおり 算出します。

現行

（２）原価計算の標準式

ア.施設使用料等の場合①（※部屋貸しの類 ）

（人に係る経費＋モノに係る経費＋その他の経費）÷当該施設の延床面積÷年間供用時間×貸
付面積×貸付時間＝単位使用料等原価（円／㎡・時間）＋消費税負担分

イ.施設使用料等の場合②（※個人利用の類 ）

（人に係る経費＋モノに係る経費＋その他の経費）÷年間利用者数（*直近３ヵ年の平均値）＝
単位使用料等原価（円／人）＋消費税負担分

ウ.行政手数料の場合

（１分間当たり の職員人件費×処理時間）＋（その他の費用 ÷処理件数）
＝単位手数料原価（円／件）

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表

（人に係る経費＋モノに係る経費＋その他の経費）÷当該施設の延床面積÷
年間供用時間×貸付面積×貸付時間
＝使用料原価（円／㎡・時間）

（人に係る経費＋モノに係る経費＋その他の経費）÷年間利用者数
（*直近３ヵ年の平均値）＝使用料原価（円／人）

（１分間当たり の職員人件費×処理時間）＋（その他の費用÷処理件数）
＝手数料原価（円／件）

●使用料等原価の計算例（地区センターの５０㎡の会議室の２時間の使用料）

（職員人件費0.5人工・400万円＋委託費100万円＋減価償却費100万円）
÷延床面積500㎡÷年間稼動時間3,900時間×50㎡×2時間≒300円（使用料原価）＋

消費税負担分

●使用料等原価の計算例②（温水プールの使用料）

（職員人件費0.1人工・80万円＋事業費5,000万円＋減価償却費1,000万円）÷
年間利用者数100,000人（直近3ヵ年の平均）≒600円（使用料原価）＋消費税負担分

●行政手数料原価の計算例（証明書交付手数料）
（１分間当たり の職員人件費48円×処理時間5分）＋（その他の費用100万円）÷年間処

理件数10,000件（直近3ヵ年の平均））≒340円（手数料原価）
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改正案

４ 受益者負担割合の考え方

（１） 使用料

施設の性質別分類と受益者負担割合は、以下に示す縦・横二つの判断軸の相関性によって決
定します。すなわち、「民間施設の代替性」と「市民生活における必需性」の程度の両面から判
断して受益者負担割合を決定します。

現行

３ 受益者負担の考え方

受益者負担は、財・サービスの提供に要する費用の一部を、その受益者に求めるも のです。
法令等によって受益者負担を求めることを禁じ、又は社会通念上等に照らして、受益者負担を求
めることは適当ではないとする財・サービスを除く財・サービスの提供に当たっては、原則として受
益者負担を求めることとします。
この考え方は、財・サービスの利益を“受ける者”と“受けざる者”との負担の公平化と財政負担の
健全化を図るも のです。

（１）受益者負担の捉え方

財・サービスの提供の対価（＝使用料等）を「行政（公費）」と「受益者（自己負担）」が、いかなる割
合で負担し合う かが受益者負担の考え方です。
公共下水道整備事業を例にとると、公共下水道事業は、「雨水処理」と「下水処理」に分かれており 、
雨水の処理は、水害に対応する治水対策上の目的から、全額公費で賄っています（雨水－公費の
原則 ）。
一方、下水（汚水）の処理は、公共下水道施設を整備した区域内の者のみが利用できるも のです
から、その費用の一部を、公共下水道施設の整備区域内の者から「公共下水道事業受益者負担
金」として負担しても らう も のです（汚水－私費の原則 ）。

（２）マトリ ックス図の構造と受益者負担割合の考え方

マトリ ックスの構造と受益者負担割合は、次ページに示す縦・横二つの判断軸の相関性によって決
めます。すなわち、施設の性質を「受益者の特定度」と「整備の必須度」の両面から判断して受益者
負担割合を決めます。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表
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判断の程度

性質

・日常生活において、ほとんど
の市民に必要とされる施設

・世代等に関係なく、広く市民
に必要とされる施設

・生活や余暇をより 快適で潤い
のあるも のにするための施設

・個人の意思で選択的に利用
する施設

高 低

改正案

① 民間施設の代替性

縦軸の「民間施設の代替性」とは、市側の原理で、当該施設の「民間による施設提供の代替性
の程度」（高～低）を判断します。

② 市民生活における必需性

横軸の「市民生活における必需性」とは、利用者側の原理で、当該施設の「日常生活における
必需性の程度」（高～低）を判断します。

現行

■整備の必須度の判断

縦軸の「整備の必須度」とは、市側の原理で、当該施設の整備の「必然性の程度（高～低）」を判
断します。

■受益者の特定度の判断

横軸の「受益者の特定度」とは、利用者側の原理で、当該施設の「用途の特化性の程度（高～
低）」を判断します。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表

判断の程度 性質

民間においても同種・類似のサービスが提供される施設

民間においては同種・類似のサービスの提供がない又は
少ない施設

判断の程度 判断の要件の例

例えば、
▶施設の整備が義務又は義務的なも
の
▶施設を整備することの公益性が高い
▶施設を整備することの必然性が高い
▶施設が市民自治の醸成や活動の場
としての性格が強い

などから判断します

例えば、
▶施設の整備の義務色が薄い
▶民間に同種の施設がある
▶施設の整備が行政の守備範囲として
は低い
▶施設が趣味や運動、レクリ エーション
等の場としての性格が強い

などから判断します

高

低

判断の程度

判断の要件
の例

例えば、
▶施設の利用に当たって利用者が
特定されない
などから判断します

例えば、
▶用途が特化した施設ゆえに利用者が
特定される
などから判断します

低 高

高

低
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改正案

※この表にない施設又は新規施設については、この表を踏まえ受益者負担割合を決定する。

現行

（３）マトリ ックス図（受益者負担割合と施設の分類）

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表

第Ⅰ類
受益者負担率100%

第Ⅲ類
受益者負担率75%

第Ⅳ類
受益者負担率50%

日常生活においてほとんどの市民が
必要とする施設で、民間でも類似
サービスの提供が可能な施設

日常生活においてほとんどの市民が
必要とする施設で、民間では類似
サービスの提供がない又は少ない施
設

生活や余暇をより快適で潤いのある
ものにし、個人の選択で利用される
施設で、民間でも類似サービスの提
供が可能な施設

第Ⅱ類
受益者負担率75%

生活や余暇をより快適で潤いのある
ものにし、個人の選択で利用される
施設で、民間では類似サービスの提
供がない又は少ない施設

高

民
間
施
設
の
代
替
性

低

施
設
の
振
分
け

高 市民生活における必需性 低

第Ⅲ類
コミュニティセンター

第Ⅰ類
温水プール・トレーニングルーム、越谷
駅東口駐車場、庭球場、相撲場、児童
館

第Ⅳ類
地区センター・公民館、交流館、市民活
動支援センター、男女共同参画支援セ
ンター、旧中村家住宅、老人福祉セン
ター、市民会館、科学技術体験センター
ミラクル

第Ⅱ類
サッカー場、野鳥の森、アリタキ植物園、
能楽堂、花田苑、総合体育館、地域体
育館、ソフトボール場、弓道場、洋弓場、
しらこばと運動公園競技場、野球場、
総合公園多目的運動場

③施設の性質別分類

第Ⅰ類
受益者負担率は25%以上50%
未満

第Ⅲ類
受 益 者 負 担 率 は 50% 以 上

75%未満

第Ⅱ類
受益者負担率は50%以上75%
未満

第Ⅳ類
受 益 者 負 担 率 は 75% 以 上
100%以下

整備の必須度も受益者の特定
度もどちらかといえば高い施設

個々の施設の負担率を50%
から74%の間で設定

整備の必須度も受益者の特定
度もどちらかといえば低い施設

個々の施設の負担率を50%
から74%の間で設定

整備の必須度が高く受益者の
特定度が低い施設

個々の施設の負担率を25%
から49%の間で設定

整備の必須度が高くなく受益
者の特定度が高い施設

個々の施設の負担率を75%
から100%の間で設定

高

整

備

の

必

須

度

低

低 受 益 者 の 特 定 度 高

※この表にない施設又は新規施設はこの表から類推して分類するものとする。

第Ⅱ類
産業雇用支援センター、旧中村家住
宅、老人福祉センター、児童館

第Ⅰ類
地区センター・公民館、交流館、
市民活動支援センター、障がい
者福祉施設、男女共同参画支援
センター

第Ⅳ類
コミュニティセンター、あだたら高原
少年自然の家、能楽堂、花田苑、野鳥
の森、アリタキ植物園、総合体育館、
地域体育館、サッカー場、ソフトボー
ル場、プール・トレーニングルーム、弓
道場、洋弓場、競技場、総合公園多目
的運動場、庭球場、野球場、相撲場、
越谷駅東口駐車場

第Ⅲ類
市民会館、科学技術体験セン
ター・ミラクル

施
設
の
振
分
け
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改正案

（２） 手数料

手数料は、特定の者に対して提供する役務の対価という 性質から、受益者負担割合は原則
10 0 ％とします。

５ 使用料等の算出式

原価計算の標準式の使用料については、その原価に施設の性質ごとの受益者負担割合等を、
また、手数料についても 受益者負担割合等をそれぞれ加味した使用料等は、次の式により ます。

（１） 使用料の場合

使用料原価×受益者負担割合±近隣等比較考慮＝使用料（円／㎡・時間）

・会議室の貸出しなど、１㎡・１時間当たり の使用料から１室の使用料を算定した場合

・温水プールの利用など、１人あたり の使用料を算出した場合

（２） 手数料の場合

手数料原価×受益者負担割合±近隣等比較考慮＝手数料（円／件）

・処理時間から１件当たり の手数料を算定するも の

現行

４ 使用料等の価額算出式

７ページの「（２）原価計算の標準式」のアとイの施設については、その原価に施設の性質毎の受
益者負担割合等を、また、ウについても 受益者負担割合等をそれぞれ加味した使用料等の価額
は、次の式により ます。

施設使用料の場合（アとイ）

使用料原価×受益者負担割合±近隣比較考慮＝使用料価額（円／㎡・時間）

行政手数料の場合（ウ）

手数料原価×受益者負担割合±近隣比較考慮＝手数料価額（円／件）

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表

●使用料の計算例（５０㎡の会議室を２時間借り た場合の使用料）
使用料原価300円×受益者負担割合（第Ⅳ類）50％＋近隣等比較考慮（+150円）
＝300円（使用料）

●使用料の計算例（１人当たり の使用料）
使用料原価600円×受益者負担割合（第Ⅰ類）100％－近隣等比較考慮（－200円）
＝400円（使用料）

●手数料の計算例（証明書等の手数料）
手数料原価340円×受益者負担割合100％－近隣等比較考慮（－240円）
＝100円（手数料）

●使用料等価額の計算例（地区センターの５０㎡の会議室の２時間の使用料）
使用料原価300円×受益者負担割合（第Ⅰ類）25％＋近隣比較考慮（+125円）＝
200円＝200円（使用料価額）

●使用料等原価の計算例（温水プールの使用料）
使用料原価600円×受益者負担割合（第Ⅳ類）100％＋近隣比較考慮（+40円）＝
640円（使用料価額）

●行政手数料原価の計算例（証明書交付手数料）
手数料原価340円×受益者負担割合100％－近隣比較考慮（-240円）＝100円
（使用料価額）
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改正案

６ 使用料等の減額・免除の考え方

使用料等は、個別の行政サービスの受益者に一定の負担を求めるも のであることから、基本
的には全ての受益者に対して等しく扱う ことが原則であり 、減額や免除（以下「減免」）の措置
はあくまでも 例外の措置と言えます。
特に免除は、受益者負担を全く求めない、換言すれば全額公費で負担することになることから、
受益があり ながら負担を求めないことが、法令等で規定されているも のや、広く社会的に受け
入れられるも のに限るも のとします。
このことから、減免は以下の事由が考えられます。

施設の設置管理に係る規程は、この基本方針の考え方に基づき、減免事由の設定に際しては、
施設間で著しく不統一・不均衡にならないよう 、適切なも のとします。また、運用にあたっても 、
同様に取り 扱う こととします。

現行

５ 使用料等の減額・免除の考え方

使用料等は、個別の財・サービスの受益者に一定の負担を求めるも のですから、基本的には全
ての受益者に対して等しく扱う ことが原則であり 、減額や免除（以下「減免」）の措置はあくまで
も 例外の措置と言えます。
特に免除は、受益者負担を全く求めない、換言すれば全額公費で負担することになり ますから、
受益があり ながら負担を求めないことが、法令等で規定されているも のや、広く社会的に受け
入れられるも のに限るも のとします。
このことから、減免は以下の事由が考えられます。

これらを減免の事由に掲げたのは次の理由からです。

ア、公的な団体が公共・公益の目的で利用するからです。
イ、障がい者等に対する経済的支援や社会参加の促進等の目的からです。
ウ、生活困窮者に対する経済的支援からです。
エ、損害を被った被災者（被害者）等に対する経済的支援等からです。
オ、その他の事情に対応できるよう にするためです。

施設の設置管理に係る規程は、この基本方針の考え方に基づいた上、減免事由の設定に際して
は、施設間で著しく不統一・不均衡にならないよう 、適切なも のとします。また、運用にあたっても 、
同様に取り 扱う こととします。

公の団体による公の目的のための利用に対する考え方及び障がい者に対する考え方は、次の
とおり です。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表

考えられる減免事由

１号 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共
用又は公益事業の用に供するため利用する場合

２号 市の執行機関又は当該施設を管理する指定管理者が本来の業務遂行のため利用す
る場合

３号 市が１号に規定する団体に準ずると認める団体が公用若しくは公共用又は公益事業
の目的で利用する場合

４号 生活保護を受けている者も しくは準ずる場合
５号 自然災害等により 多大な経済的損失を受けたと市が認めた場合

６号 障害者基本法又は越谷市障害者等の利用に係る公の施設使用料減額条例に規定
する障がい者、その介護者又は障害者団体が利用する場合

７号 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合

考えられる減免事由

１号 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共
用又は公益事業の用に供するため利用する場合

２号 市の執行機関又は当該施設を管理する指定管理者が本来の業務遂行の
ため利用する場合

３号 市が１号に規定する団体に準ずると認める団体が公用若しくは公共用又は公益事業
の目的で利用する場合

４号 生活保護を受けている者も しくは準ずる場合
５号 自然災害等により 多大な経済的損失を受けたと市が認めた場合

６号 障害者基本法又は越谷市障害者等の利用に係る公の施設使用料減額条例に規定
する障がい者、その介護者又は障害者団体が利用する場合

７号 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合
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改正案 現行

●公の団体による公の目的のための利用に対する考え方

［越谷市地区センター設置及び管理条例施行規則］、［越谷市交流館設置及び管理条例施行規
則］、［越谷市公民館設置及び管理条例施行規則］、［越谷市日本文化伝承の館設置及び管理
条例施行規則］及び［越谷コミ ュニティセンター条例施行規則］では、減免事由の一つに、「公の
団体による公のための利用」を掲げています。そのほか、［越谷市行政財産の使用料に関する条
例］に掲げる減免事由は、「国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、
公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため」としています。また、公共団体、公共的団
体とは行政実例において、次のとおり 定義されます。

このよう な例規の規定や行政実例から、公用とは公共団体が自身の業務のために、公共用は公
共的団体が公共の福祉のために、公益事業は公共の利益のための事業と整理できます。そして、
公用若しくは公共用又は公益の共通項は事業の対象（相手）が“不特定多数”という ことです。
このことから、減免の条件を利用団体が「公的」であることと、利用目的に「公共性等」があること
とします。
したがって、たとえ公共的な団体であっても 公益性の無い（＝私的）事業活動であれば減免の対
象から除外します。

●障がい者（障がい者団体を含む）に対する減免の考え方

障がい者は、普段の生活で様々な経済的な負担や物理的障害に直面していることから、社会参
加への機会の制約を余儀なくされているなどの現実があり ます。
「障害者基本法」 及び「越谷市障害者等の利用に係る公の施設使用料減額条例」 の規定から
も 、減免の措置は継続するも のです。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表

☞公共団体とは、普通地方公共団体、特別地方公共団体、協議会、公社、公団、事業団、土地

改良区、健保組合、共済組合、公立の学校・病院等 必要な公権力の行使が認められている団
体とされています。

☞公共的団体とは、農業、漁業、生協、商工会議所等の産業経済団体、老人ホーム、育児院、

赤十字社等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会、教育会館等の文化事業団体等、いやしくも
公共的な活動を営むものは全て含まれ、法人たると否とを問わないとされています。（※昭和
24年1月13日行政実例）

☞また、公益法人もその具体的活動が公共的活動に及ぶ限り公共的団体等に含まれるとされ

ています。（※昭和34年12月行政実例）
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改正案

７ その他

（１） 使用料の割増等の考え方

① 市外の方の利用

市外の方の施設利用に対して、正規の使用料を割増しする考え方があり ます。これは、施設の
建設費等に本市の市税や市債等の市費が投じられていること、また、市民に施設の優先利用
を確保することなどにあり ます。この場合、市外の方との単価の差は常識的な範囲でなければ
なり ません。具体的には、埼玉県東南部５市１町（越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市及
び松伏町）間で同一料金を認めている場合を除き、市民と市外の方の使用料の格差の幅は、
施設の数や性質、使用料の性質等によっても 異なることから、原則として２倍の範囲内で妥当
な率とします。

② 入場料等を徴収するも のの利用

施設利用者（申請者）が二次的利用者（客等）から入場料、聴視料、受講料等の名目で金銭を
徴収する場合に、正規の使用料に割増しをする考え方があり ます。これは、施設利用者が営利
目的で公の施設を利用することについて、公の施設の目的外利用として、通常の目的利用と格
差をつける意味から妥当とします。ただし、「○○講座」の材料費の実費として金銭を徴収する
場合はこの限り であり ません。

現行

６ 超高齢社会における高齢者負担のあり方

これまで、一人の高齢者を経済的に支える世代は複数人いましたが、今後は、下表に示すとおり 、
高齢者人口が増え続けることで、高齢者層とそれを支える世代の層に大きな変化が生じます。す
でに、わが国においても 本市においても 超高齢社会 が到来しています。
そう した時代にあっては、既定・既存の“も の”の考え方や社会全体の様々なシステムに変化・変
革を来たしてくるも のと考えます。
高齢者福祉のあるべき姿や高齢者に対する使用料等の負担のあり 方について、負担の公平性や
財政の視点等から、今後も 注視していきます。

☆わが国の人口構成の推移（万人） ※総務省資料より 作成

７ 使用料等の割増や割引、一般料金とこども料金の考え方

（１）使用料の割増等の考え方

①市外の方の利用

市外の方の施設利用に対して、正規の使用料を割増しする考え方があり ます。これは、施設の
建築費等に本市の市税や市債等の市費が投じられていること、また、市民に施設の優先利用
を確保することなどにあるとされます。この場合、市外の方との価額差は常識的な範囲でなけれ
ばなり ません。具体的には、埼玉県東南部５市１町 間で同一料金を認めている場合を除き、市
民と市外の方の使用料の格差の幅は、施設の数や性質、使用料の性質等によっても 異なること
から、原則として２倍の範囲内で妥当な率とします。

②入場料等を徴収するも のの利用

施設利用者（申請者）が二次的利用者（客等）から入場料、聴視料、受講料等の名目で幾ばくか
の金銭を徴収する場合に、正規の使用料に割増しをする考え方があり ます。これは、施設利用
者が営利目的で公の施設を利用することについて、公の施設の目的外利用として、通常の目的
利用と格差をつける意味から妥当とします。ただし、例えば「○○講座」の材料費の実費として金
銭を徴収する場合はこの限り であり ません。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表

１９９０年 ２０２５年 ２０６０年

総人口 １億２，３６１ 1億２，０６６ ８，６７４

２０～６４歳 ７，５９０（６１%） ６，５５９（５４%） ４，１０５（４７%）

６５歳以上 １，４８９（１２%） ３，６５８（３０%） ３，４６４（４０%）
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改正案

③フィルムコミ ッショ ンを目的とするも のの利用

公の施設を企業のＣМやドラマ等の撮影に利用する場合は、基本的には行政財産の目的外利
用として、条例等に基づいた扱いとします。

④ 超高齢社会における高齢者負担のあり 方

これまで、一人の高齢者を経済的に支える世代は複数人いましたが、今後は高齢者人口が増
え続けることで、高齢者層とそれを支える世代の層に大きな変化が生じます。すでに、本市にお
いても 超高齢社会（6 5 歳以上の人口の割合が2 1％を超過した状態）が到来しています。
そう した時代にあっては、既定・既存の“モノ”の考え方や社会全体の様々なシステムに変化・変
革を来たしてくるも のと考えます。
高齢者福祉のあるべき姿や高齢者に対する使用料等の負担のあり 方について、負担の公平性
や財政の視点等から、今後も 注視していきます。

（2 ） 利用時間帯及び曜日別の料金

時間帯及び曜日による使用料の設定については、施設の利用状況や特性を踏まえ、料金に格
差を設けることが適切とされる場合には、必要に応じて料金を設定できるも のとします。

（3 ） 駐車場使用料の考え方

公の施設の駐車場については、施設利用者の利便性の向上に資するため設置してきましたが、
ほとんどが無料となっています。一方、駐車場の維持管理には経費がかかっていることなど、特
定の受益があることから、受益者負担の原則に基づき、原則として有料化に向けて検討するこ
ととします。また、使用料については、近隣の駐車場料金や車両の使用抑制などを勘案し、利
用者に過度の負担とならないよう に設定することとします。なお、駐車場を民間事業者に貸付
け、コインパーキング化する場合も 同様とします。

（4 ） 指定管理者導入施設の利用料金制の扱い

指定管理者が公の施設を管理している場合で、利用料金制を導入するに当たっては、本方針
に沿って使用料等を検討することになり ます。

現行

③フィルムコミ ッショ ンを目的とするも のの利用

公の施設を企業のＣМやドラマ等の撮影に利用する場合は、基本的には行政財産の目的外利
用として、条例に基づいた扱いをします。

（２）使用料の割引の考え方

正規の使用料に対する割引き制度は採用しない代わり に、それに相当するも のとして、次の（３）
が考えられます。

（３）一般料金とこども 料金の区分設定の考え方

使用料等の価額を、一般料金とこども 料金の別、こども 料金を更に就学前後、児童・生徒別に格
差を設ける考えがあり ます。これは、使用料等はサービスの受益の対価として徴収するも のであ
ることから、その受益感が感じ取れることができていなければなり ません。したがって、仮に幼児、
小学生、中学生、高校生の別に価額帯を設ける場合、それぞれに合理的説明がつく限り におい
て認められるも のとします。

８ 指定管理者導入施設の利用料金制の扱い

指定管理者が公の施設を管理している場合で、利用料金制を導入するに当たっては、本方針に
沿って価額等を検討することになり ます。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表
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改正案

（5 ） 一般料金とこども料金の区分設定の考え方

使用料等を一般料金とこども 料金の別、こども 料金を更に就学前後、児童・生徒別に格差を設
ける考え方があり ます。これは、使用料等はサービスの受益の対価として徴収するも のである
ことから、その受益感が感じ取れることができていなければなり ません。したがって、仮に幼児、
小学生、中学生、高校生の別に使用料等を設ける場合、それぞれに合理的説明がつく限り にお
いて認められるも のとします。

（6 ） 使用料等の還付

施設の使用前に納付した使用料等は、施設使用の安易な予約行為（又はキャンセル）を防止す
るため原則として還付しません。
ただし、施設利用当日までの間に以下の事由が生じた場合には、予納した使用料等の全部又
は一部を還付することができるも のとします。

① 施設ごとに定めた還付条件に従って還付手続を行う 場合
② 施設利用中の発災（火災や地震等）により 、施設の利用が満足に果たせないも のと市が判
断した場合
③ その他、還付することが適当であると市又は指定管理者が判断した場合

なお、②及び③の事由の場合、還付の判断、還付金の額及び還付の方法等は、施設を所管す
る部署等が利用者の利益に立って、適宜・的確に対応することとします。

（7 ） 使用料等の激変緩和措置

使用料等を見直した結果、引上げ幅が１．５倍を超える場合、公共料金としての安定性や市民
生活に与える影響等を考慮して、引き上げの幅は、概ね１．５倍とします。

現行

９ 使用料等の還付（※過誤納金の還付のことではありません。）

施設の使用前に納付した使用料等は、原則として還付しません。理由は、施設使用の安易な予
約行為（又はキャンセル）を防止するなどのためです。
ただし、施設利用当日までの間に以下の事由が生じた場合には、予納した使用料等の全部又は
一部を還付することができるも のとします。

（１） 施設ごとに定めた還付条件に従って還付手続を行う 場合
（２） 施設利用中の発災（火災や地震等）により 、施設の利用が満足に果たせないも のと市が判
断した場合
（３） その他、還付することが適当であると市又は指定管理者が判断した場合

なお、（２）及び（３）の事由の場合、還付の判断、還付金の額及び還付の方法等は、施設を所管
する部署等が利用者の利益に立って、適宜・的確に対応することとします。

１０ 施設の稼働率向上と適正利用

公の施設は、市民の利用に供する目的で整備されたも のですから、市民に広く開かれた効率の
よい施設運営が求められます。したがって、市民の利用に際して行き過ぎた制限や制約には注
意を要します。管理規則や運用等を点検して、施設の使用に当たって特段の支障を来たさない
限り 、利用に当たっての制限や制約を設けることなく、市民にとって使い勝手の良い施設運営に
心がける必要があり ます。

１１ 使用料の激変緩和の措置

使用料等の価額を見直した結果、引上げ幅が１．５倍を超える場合、公共料金としての安定性や
市民生活に与える影響等を考慮して、引き上げの幅は、１．５倍とします。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表
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改正案

（8 ） 消費税の適正転嫁

消費税は、資産の譲渡等の対価に転嫁することで最終的に消費者が負担する間接税です。その
税収は、国と地方の財政を大きく支えています。
市民に提供する行政サービスには、民間事業者と同様に仕入れ（経費）が伴い、その仕入れには
消費税が入り 込んでいるも のです。
例えば、公共施設の場合には建設費のほか修繕費、備品購入費、光熱水費などに、各種証明書
の発行の場合には、証明用紙代や印字インク代といったも のの中に、消費税が含まれています。
施設管理に係る委託料や指定管理料にも 当然、消費税分を別途上乗せして支払っています。
このよう に、対象経費の中には消費税が内在していることから、使用料や手数料の算出にあたっ
ては、消費税分を適切に反映させないと、結果として歳出を膨らませることになるばかり か、消
費税分を市税等で負担するという ことになり 、当該行政サービスの利益を受けていない市民も
（間接的に）負担させられるという ことですから「受益者負担の原則」の考え方が失われます。
したがって、消費税の課税対象となる経費には、相応の消費税分を適正に転嫁するものとします。

（9 ） 使用料等の見直しの周期

モノに係る経費が変動する以上、経費等が根拠となる使用料等も 不変ではあり ません。コストの
変化を常に捉えて、適時・的確な見直しが求められます。その際、使用料等は公共料金であるこ
とから、一定期間の安定性という も のが求められます。また、見直しに要する調査・調整等の作
業期間、更には行政改革の取組期間（５年間）等を考慮して、使用料等の見直し作業の周期を、
原則として５年ごとに行う ことを適当とします。ただし、法令の規定や基準、計画等で改定の周期
が定められている場合等はその限り ではあり ません。
見直しの結果において、使用料等の改定の必要があると判断した場合には、必要に応じて審議
会等に対して十分な説明責任を経て、速やかな措置をとることとします。

現行

１２ 消費税の適正転嫁

消費税（地方消費税を含む。） は、資産の譲渡等の対価に転嫁することで最終的に消費者が負
担する間接税です。その税収は、国と地方の財政を大きく支えています。
市民に提供する財・サービスには、民間事業者と同様に仕入れ（経費）が伴い、その仕入価額に
は消費税が入り 込んでいるも のです。
例えば、公共施設の場合には建築費のほか修繕費、備品費、光熱水費などに、各種証明書の発
行の場合には、証明用紙代や印字インク代といったも のの中に、消費税が含まれています。
施設管理に係る委託料や指定管理料にも 当然、消費税分を別途上乗せして支払っています。た
とえば、１０億円の指定管理料には８千万円（8 % ）も の消費税を別途負担しています。
このよう に、事務事業経費の中には消費税が内在していることから、使用料や手数料等の算出
にあたっては、消費税分を適切に反映させないと、結果として歳出を膨らませることになるばか
り か、消費税分を市税等で負担するという ことになり 、当該財・サービスの利益を受けていない
市民も （間接的に）負担させられるという ことですから「受益者負担の原則」の考え方が失われま
す。
したがって、消費税の課税対象となる経費には、相応の消費税分を適正に転嫁するものとします。

１３ 手数料について

施設に係る使用料は、資産の貸付に対する対価の性格を帯びていますが、各種書類等の申請、
発行、届出等に係る行政手数料は、職員の役務の提供に対する対価の性質によることから、使
用料の取り 扱いと多少異なり ます。
手数料の場合、原価（コスト）に施設等の減価償却費を含めないことや、減免事由に使用料の減
免事由ほど多くを定めないのが一般的です。そのほか、手数料の還付や割増・割引、あるいは
一般料金、こども 料金、高齢者料金などの概念も 馴染み難いも のがあり ますが、使用料同様に
常に見直しが求められることに変わり あり ません。

１４ 使用料等の見直しの周期

モノに係る経費が変動する以上、経費等が根拠となる使用料等の価額も 不変ではあり ません。
コストの変化を常に捉えて、適時・的確な見直しが求められます。その際、使用料等は公共料金
であることから、価額の一定期間の安定性という も のが求められます。また、見直しに要する調
査・調整等の作業期間、更には行政改革の取組期間（５年間）等を考慮して、価額等の見直し作
業の周期を、原則として５年ごとに行う ことを適当とします。ただし、法令の規定や基準、計画等
で改定の周期が定められている場合等はその限り であり ません。
見直しの結果において、価額改定の必要があると判断した場合には、必要に応じて審議会等に
対して十分な説明責任を経て、速やかな措置をとることとします。

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表
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改正案

（10 ） 市民への周知

使用料等の改定に当たっては、十分な周知期間を設け、ホームページ等による積極的な周知を
図り 、円滑な改定が実施されるよう 努めます。

現行

使用料等のあり 方に関する基本方針 新旧対照表
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１ 使用料等に対する基本的な考え方 

（１） 受益者負担の原則 

使用料等は、特定の方が行政サービスを利用し受益関係が生じる場合、当該

サービスを利用する方としない方との公平性を図るなどの理由から、利用する

方からその提供に要する費用の一部負担を求めることを原則とします。 

 

（２） 算定方法の明確化 

行政サービスの利用者に適正な負担を求めるため、施設利用や役務の提供 

に係る費用、負担する内容など、使用料等の算定方法を明確にし、透明性を確

保します。 

 

（３） 行政サービス向上の取組 

受益者負担の原則を踏まえ、事務の効率化や経費削減を図り 、効率的で効

果的な行政サービスの提供に努めます。また、公の施設は、市民の利用に供す

る目的で整備されたものであり 、市民に広く開かれた施設運営が求められるこ

とから、市民の利用満足度や施設稼働率の向上を図り ます。 

 

２ 使用料等の定義 

地方自治法（以下「法」）において、使用料及び手数料の目的や性質等は以下のと

おり です。 

 

（１） 使用料 

使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用に対し徴収できるものです。

（法第 2 2 5 条） 

公の施設を利用することでの対価という 性質を帯びています。 

具体例としては、「公共下水道使用料」、「体育館使用料」、「地区センター・公

民館使用料」、「行政財産使用料（土地又は建物を、電柱・電話柱等の電気通信

施設の設置、あるいは自動販売機の設置として）」等多岐に及びます。  

その他使用料と称するもの以外に、観覧料（児童館コスモス・プラネタリ ウム）、

入館料（大間野町旧中村家住宅）、入園料（日本庭園花田苑、キャンベルタウン

野鳥の森、アリ タキ植物園）等の名称の使用料があり ます。 

 

（２） 手数料 

手数料は、地方公共団体の事務で特定の者（＝直接利益を受ける者）のため
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にするものに対し、徴収できるものです。（法第 2 2 7 条） 

各種書類等の申請、発行、届出等に係る手数料は、特定の者（例えば、申請人）

に対して提供する役務の対価（＝事務手数料等）という 性質を帯びています。 

具体例としては、「し尿処理手数料」、「行政手数料」等多岐に及びます。 

 

３ 使用料等の原価の考え方 

使用料等の算定は、法律等により その方法が定められている保育所保育料、養護

老人ホーム使用料、市営住宅家賃等を除き、以下の方法に拠るものとします。 
 

（１） 使用料等の算定手順 

使用料等の算定手順は、まず、当該行政サービスに係る「原価」を算出しま

す。 

次に、その原価の何割を行政サービスの受益者に負担していただくかの「受

益者負担割合」を決めて仮の単価を算出します。 

最後に、近隣自治体等の類似する行政サービスの単価や市場単価などを比

較考慮して、使用料等の最終単価（※単位あたり の単価）を求めます。 

 

●使用料等の算式 

原価 × 受益者負担割合 ± 近隣等比較考慮 ＝ 使用料等 
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（２） 原価算定の対象経費 

原価に含める経費は、人に係る経費（人件費）、モノに係る経費（物件費）、そ

の他の経費（減価償却費等）に係る経費とします。 

また、指定管理者制度を導入している施設については、指定管理者の決算額

を上記に準じて用いることとします。 

 

【対象経費】 

種 別 内 容 

施 設 の 管 理 運

営に係る経費 

人に係る 経費

（人件費） 

人件費の平均額に人工（※にんく:当該サービ

スの事務を担当する職員の当該事務に費やす

事務量のことで、当該職員の年間の総事務量

の何％を占めるか）を乗じる。 

モノ に係 る 経

費（物件費） 

消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費、通信運

搬費、施設・設備の保守点検委託料、使用料

及び賃借料、工事請負費、備品購入費など、通

常の施設の管理運営に係る費用 

その他の経費 

（減価償却費） 

建物等の減価償却費の当該年度分 

※減価償却費を算入する場合は、市民への影

響を配慮するととも に、事務の煩雑を避けるな

どの理由から、施設、設備（償却資産）ともに取

得価額を１千万円以上とする。 

施設の建設（取

得）に係る経費 
公の施設の建設（取得）に要した経費 

 

【対象外経費】 

種 別 内 容 

施設の用地 

施設の用地としての土地は、使用することで劣化や減価を来た

すものではたいため、用地の取得費は経費に含めないものとす

る。 

災害等により 要

した経費 

災害等により 生じた災害の復旧や避難所としての活用など、公

の施設本来の設置目的と異なる一時的な経費 
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（３） 使用料原価計算の標準式 

①貸室の場合 

地区センター・公民館、市民会館等における会議室の貸出しなど、一定の

スペースを提供する施設は、次のとおり 算出します。 

 

（人に係る経費＋モノに係る経費＋その他の経費）÷当該施設の延床

面積÷年間供用時間×貸付面積×貸付時間 

＝使用料原価（円／㎡・時間）＋消費税負担分 

 

②個人利用の場合 

温水プールや動・植物園、観光施設等の不特定多数の個人が利用する施

設は、次のとおり 算出します。 

 

（人に係る経費＋モノに係る経費＋その他の経費）÷年間利用者数 

（*直近３ヵ年の平均値）＝使用料原価（円／人）＋消費税負担分 

 

（４） 手数料原価計算の標準式 

手数料については、次のとおり 算出します。 

 

（１分間当たりの職員人件費×処理時間）＋（その他の費用÷処理券数） 

＝手数料原価（円／件） 
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４ 受益者負担割合の考え方 

（１） 使用料 

施設の性質別分類と受益者負担割合は、以下に示す縦・横二つの判断軸の

相関性によって決定します。すなわち、「民間施設の代替性」と「市民生活におけ

る必需性」の程度の両面から判断して受益者負担割合を決定します。 

 

① 民間施設の代替性 

縦軸の「民間施設の代替性」とは、市側の原理で、当該施設の「民間による施

設提供の代替性の程度」（高～低）を判断します。 

判断の程度 性質 

 

 

 

 

民間においても同種・類似のサービスが提供される施設 

民間においては同種・類似のサービスの提供がない又は少ない

施設 

 

② 市民生活における必需性 

横軸の「市民生活における必需性」とは、利用者側の原理で、当該施設の「日

常生活における必需性の程度」（高～低）を判断します。 

判断の程度  

性質 

・日常生活において、ほとんど

の市民に必要とされる施設 

・世代等に関係なく 、広く市民

に必要とされる施設 

・生活や余暇をより 快適で潤い

のあるものにするための施設 

・個人の意思で選択的に利用

する施設・ 

 

高 

 

 

 

低 

高                             低 
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③ 施設の性質別分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この表にない施設又は新規施設については、この表を踏まえ受益者負担割合を設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅲ類 

コミュニティセンター 

第Ⅰ類 

温水プール・トレーニングルーム、

越谷駅東口駐車場、庭球場、相撲

場、児童館 

施
設
の
振
分
け 

第Ⅳ類 

地区センター・公民館、交流館、市

民活動支援センター、男女共同参

画支援センター、旧中村家住宅、老

人福祉センター、市民会館、科学技

術体験センター・ミラクル 

第Ⅱ類 

サッカー場、野鳥の森、アリタキ植

物園、能楽堂、花田苑、総合体育

館、地域体育館、ソフトボール場、

弓道場、洋弓場、しらこばと運動

公園競技場、野球場、総合公園多

目的運動場 

高              市民生活における必需性             低 

第Ⅰ類 

受益者負担率 100% 

 

 

 

 

 

第Ⅲ類 

受益者負担率 75% 

 

 

 

 

 

第Ⅳ類 

受益者負担率 50% 

 

 

 

 

 

日常生活においてほとんどの市民

が必要とする施設で、民間でも類

似サービスの提供が可能な施設 

日常生活においてほとんどの市民

が必要とする施設で、民間では類

似サービスの提供がない又は少な

い施設 

生活や余暇をより快適で潤いの

あるものにし、個人の選択で利用

される施設で、民間でも類似サー

ビスの提供が可能な施設 

第Ⅱ類 

受益者負担率 75% 

 

 

 

 

 

生活や余暇をより快適で潤いの

あるものにし、個人の選択で利用

される施設で、民間では類似サー

ビスの提供がない又は少ない施

設 

高 
 

 
 

 
 

 
 
 

民
間
施
設
の
代
替
性 

 
 

 
 

 
 
 

低 
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（２） 手数料 

手数料は、特定の者に対して提供する役務の対価という 性質から、受益者負

担割合は原則 10 0 ％とします。 

 

５ 使用料等の算出式 

原価計算の標準式の使用料については、その原価に施設の性質ごとの受益者負

担割合等を、また、手数料についても受益者負担割合等をそれぞれ加味した使用料

等は、次の式によります。 

 

（１） 使用料の場合 

使用料原価×受益者負担割合±近隣等比較考慮＝使用料（円／㎡・時間） 

 

・会議室の貸出しなど、１㎡・１時間当たり の使用料から１室の使用料を算定した場合 

●使用料の計算例（５０㎡の会議室を２時間借り た場合の使用料） 

使用料原価 3 0 0 円×受益者負担割合（第Ⅳ類）5 0 ％＋近隣等比較考慮

（+ 12 5 円）＝2 0 0 円＝2 0 0 円（使用料） 

 

 ・温水プールの利用など、１人あたり の使用料を算出した場合 

●使用料の計算例（１人当たりの使用料） 

使用料原価 6 0 0 円×受益者負担割合（第Ⅰ類）10 0 ％－近隣等比較考慮 

（－2 0 0 円）＝4 0 0 円（使用料） 

 

（２） 手数料の場合 

手数料原価×受益者負担割合±近隣等比較考慮＝手数料（円／件） 

 

 ・処理時間から１件当たりの手数料を算定するもの 

●手数料の計算例（証明書等の手数料） 

手数料原価 3 4 0 円×受益者負担割合 10 0 ％－近隣等比較考慮（-2 4 0 円） 

＝10 0 円（手数料） 

 

６ 使用料等の減額・免除の考え方 

使用料等は、個別の行政サービスの受益者に一定の負担を求めるものであること

から、基本的には全ての受益者に対して等しく扱う ことが原則であり 、減額や免除

（以下「減免」）の措置はあくまでも例外の措置と言えます。 
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特に免除は、受益者負担を全く求めない、換言すれば全額公費で負担することに

なることから、受益があり ながら負担を求めないことが、法令等で規定されているも

のや、広く社会的に受け入れられるものに限るものとします。 

このことから、減免は以下の事由が考えられます。 

考えられる減免事由 

１号 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若し

は公共用又は公益事業の用に供するため利用する場合 

２号 市の執行機関又は当該施設を管理する指定管理者が本来の業務遂行のた

め利用する場合  

３号 市が１号に規定する団体に準ずると認める団体が公用若しくは公共用又は公

益事業の目的で利用する場合 

４号 生活保護を受けている者もしくは準ずる場合 

５号 自然災害等により多大な経済的損失を受けたと市が認めた場合 

６号 障害者基本法又は越谷市障害者等の利用に係る公の施設使用料減額条例

に規定する障がい者、その介護者又は障害者団体が利用する場合 

７号 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合 

 

施設の設置管理に係る規程は、この基本方針の考え方に基づき、減免事由の設定

に際しては、施設間で著しく不統一・不均衡にならないよう 、適切なも のとします。ま

た、運用にあたっても、同様に取り 扱う こととします。 

 

７ その他 

（１） 使用料の割増等の考え方 

① 市外の方の利用 

市外の方の施設利用に対して、正規の使用料を割増しする考え方があり ま

す。これは、施設の建設費等に本市の市税や市債等の市費が投じられているこ

と、また、市民に施設の優先利用を確保することなどにあり ます。この場合、市

外の方との単価の差は常識的な範囲でなければなり ません。具体的には、埼玉

県東南部５市１町（越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市及び松伏町）間で

同一料金を認めている場合を除き、市民と市外の方の使用料の格差の幅は、

施設の数や性質、使用料の性質等によっても異なることから、原則として２倍の

範囲内で妥当な率とします。 

 

② 入場料等を徴収するものの利用 

施設利用者（申請者）が二次的利用者（客等）から入場料、聴視料、受講料
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等の名目で金銭を徴収する場合に、正規の使用料に割増しをする考え方があ

り ます。これは、施設利用者が営利目的で公の施設を利用することについて、

公の施設の目的外利用として、通常の目的利用と格差をつける意味から妥当

とします。ただし、「○○講座」の材料費の実費として金銭を徴収する場合はこ

の限り であり ません。 

 

③ フィルムコミ ッションを目的とするものの利用 

公の施設を企業のＣМやドラマ等の撮影に利用する場合は、基本的には行

政財産の目的外利用として、条例等に基づいた扱いとします。 

 

④ 超高齢社会における高齢者負担のあり方 

これまで、一人の高齢者を経済的に支える世代は複数人いましたが、今後は

高齢者人口が増え続けることで、高齢者層とそれを支える世代の層に大きな変

化が生じます。すでに、本市においても超高齢社会（6 5 歳以上の人口の割合

が 2 1％を超過した状態）が到来しています。 

そう した時代にあっては、既定・既存の“モノ”の考え方や社会全体の様々な

システムに変化・変革を来たしてくるものと考えます。 

高齢者福祉のあるべき姿や高齢者に対する使用料等の負担のあり 方につい

て、負担の公平性や財政の視点等から、今後も注視していきます。 

 

（2 ） 利用時間帯及び曜日別の料金 

時間帯及び曜日による使用料の設定については、施設の利用状況や特性を

踏まえ、料金に格差を設けることが適切とされる場合には、必要に応じて料金を

設定できるものとします。 

 
（3 ） 駐車場使用料の考え方 

公の施設の駐車場については、施設利用者の利便性の向上に資するため設

置してきたが、ほとんどが無料となっている。一方、駐車場の維持管理には経費

がかかっていることなど、特定の受益があることから、受益者負担の原則に基づ

き、原則として有料化に向けて検討することとします。また、使用料については、

近隣の駐車場料金や車両の使用抑制などを勘案し、利用者に過度の負担となら

ないよう に設定することとします。なお、駐車場を民間事業者に貸付け、コインパ

ーキング化する場合も同様とします。 

 

（4 ） 指定管理者導入施設の利用料金制の扱い 

指定管理者が公の施設を管理している場合で、利用料金制を導入するに当
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たっては、本方針に沿って使用料等を検討することになります。 

 

（5 ） 一般料金とこども料金の区分設定の考え方 

使用料等を一般料金とこども料金の別、こども料金を更に就学前後、児童・生

徒別に格差を設ける考えがあり ます。これは、使用料等はサービスの受益の対

価として徴収するも のであることから、その受益感が感じ取れることができてい

なければなり ません。したがって、仮に幼児、小学生、中学生、高校生の別に使

用料等を設ける場合、それぞれに合理的説明がつく限り において認められるも

のとします。 

 

（6 ） 使用料等の還付 

施設の使用前に納付した使用料等は、施設使用の安易な予約行為（又はキャ

ンセル）を防止するため原則として還付しません。 

ただし、施設利用当日までの間に以下の事由が生じた場合には、予納した使

用料等の全部又は一部を還付することができるものとします。 

 

① 施設ごとに定めた還付条件に従って還付手続を行う 場合 
② 施設利用中の発災（火災や地震等）により 、施設の利用が満足に果たせな

いものと市が判断した場合 

③ その他、還付することが適当であると市又は指定管理者が判断した場合 

 

なお、②及び③の事由の場合、還付の判断、還付金の額及び還付の方法等は、

施設を所管する部署等が利用者の利益に立って、適宜・的確に対応することとし

ます。 

 

（7 ） 使用料等の激変緩和措置 

使用料等を見直した結果、引上げ幅が１．５倍を超える場合、公共料金として

の安定性や市民生活に与える影響等を考慮して、引き上げの幅は、概ね１．５倍

とします。 

 
（8 ） 消費税の適正転嫁 

消費税は、資産の譲渡等の対価に転嫁することで最終的に消費者が負担す

る間接税です。その税収は、国と地方の財政を大きく支えています。 

市民に提供する行政サービスには、民間事業者と同様に仕入れ（経費）が伴

い、その仕入れには消費税が入り 込んでいるものです。 

例えば、公共施設の場合には建設費のほか修繕費、備品購入費、光熱水費
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などに、各種証明書の発行の場合には、証明用紙代や印字インク代といったも

のの中に、消費税が含まれています。 

施設管理に係る委託料や指定管理料にも 当然、消費税分を別途上乗せして

支払っています。 

このよう に、対象経費の中には消費税が内在していることから、使用料や手

数料の算出にあたっては、消費税分を適切に反映させないと、結果として歳出

を膨らませることになるばかり か、消費税分を市税等で負担するという ことにな

り 、当該行政サービスの利益を受けていない市民も（間接的に）負担させられる

という ことですから「受益者負担の原則」の考え方が失われます。 

したがって、消費税の課税対象となる経費には、相応の消費税分を適正に転

嫁するものとします。 

 

（9 ） 使用料等の見直しの周期 

モノに係る経費が変動する以上、経費等が根拠となる使用料等も 不変ではあ

りません。コストの変化を常に捉えて、適時・的確な見直しが求められます。その

際、使用料等は公共料金であることから、一定期間の安定性という も のが求め

られます。また、見直しに要する調査・調整等の作業期間、更には行政改革の取

組期間（５年間）等を考慮して、使用料等の見直し作業の周期を、原則として５

年ごとに行う ことを適当とします。ただし、法令の規定や基準、計画等で改定の

周期が定められている場合等はその限りでありません。 

見直しの結果において、使用料等の改定の必要があると判断した場合には、

必要に応じて審議会等に対して十分な説明責任を経て、速やかな措置をとるこ

ととします。 

 

（10 ） 市民への周知 

使用料等の改定に当たっては、十分な周知期間を設け、ホームページ等によ

る積極的な周知を図り 、円滑な改定が実施されるよう 努めます。 
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はじめに 

 

 市民（消費者）が日常生活を営む上で必要なモノやサービスのほとんどは、

市場（しじょう）から調達できます。しかし、道路・橋梁、都市公園、地区セン

ター・公民館などの市民生活や地域コミュニティ活動に欠くことのできない基

礎的公共インフラやサービスは、そこから調達することはできません。  

このように、市場から供給され難い公共財・サービス（以下「財・サービス」）

を提供するのが行政の役割であり、それによって、市民の日々の生活や活動が

支えられています。 

自治体が担う財・サービスの中には、警察、消防、道路、橋梁のように、そ

の利益（利用）を受ける方を特定しないものと、公共下水道、温水プール、動・

植物園等のように、その利益（利用）を受けるか受けないかは自由意志である

ものとがあります。 

前者の場合、その受益者（利用者）は不特定多数に及ぶことから、それに要

する費用（コスト）は専ら行政が全額公費で負担すべきものとし、後者の場合

は、利益（利用）を受ける方と受けない方がいることから、利益（利用）を受

ける方の分まで全額公費で賄うことは、利益（利用）を受けない方にとっては

理解を得難いものです。それは、証明書等の発行サービスについても同様のこ

とが言えます。例えば、住民票の交付や許認可の申請・届出等の際の各種の行

政手数料を無料（＝全額公費負担）にすれば、それが必要でない方にとっては

違和感をもつことでしょう。 

このことから、特定した財・サービスの利益を受ける方には、税負担とは別

に、公共施設の利用であれば【使用料】を、各種申請書類の交付等の行政サー

ビスの提供であれば【手数料】を、その都度、受益に見合う応分の負担を求め

るなどの基本的な考え方と実務対応を体系的に示した、「使用料等のあり方に関

する基本方針（以下「旧・基本方針」）」を平成１７年に策定したところです。 

この旧・基本方針の策定から１０余年が経過した今日、社会経済情勢や自治

体を取り巻く環境は目まぐるしく変化していることに鑑み、この度、「旧・基本

方針」を全面的に見直すことにしました。 

 ここに示した新たな基本方針は、庁内調整を経た後に越谷市行政経営審議会

（※市長の諮問機関）の答申を踏まえた上で決定したものです。 

この基本方針は、本市における使用料又は手数料等（以下「使用料等」とい

う。）に関するガイドライン（指針）として位置づけるものです。 

 

令和元年（2019 年）７月 
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１ 使用料等の地方自治法上の位置付け 

 地方自治法（以下「法」）では、地方税を除く収入を「分担金」、「使用料」、「旧

慣使用の使用料及び加入金」及び「手数料」とし、これら金銭債権の目的や性

質等は以下のとおりです。 

 

（１）分担金（負担金）※法第 224 条 

  普通地方公共団体は、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある

事件（＝事業）に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に

利益を受ける者から、その受益の限度において分担金を徴収することができ

るとされています。 

この規定は、受益者負担の考え方を法律の条文に明確に示したものです。 

分担金は、ある財・サービスの提供に係る対価という性質ではなく、特定の

事業費の一部をその利益を受ける方に負担してもらうという性質を帯びてい

ます。具体例としては、「公共下水道事業受益者負担金」等5です。 

 

（２）使用料 ※法第 225 条 

  普通地方公共団体は、行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を

                                                   
1 道路法 49 条 
2 学校教育法 6 条 
3 都市公園法 12 条の 2 
4 図書館法 17 条 
5 受益者負担金の例（都市計画法 75 条、道路法 61 条、河川法 70 条 ほか） 

【使用料等に対する基本的な考え方】 

法律により、財・サービスの受益者に使用料等を負担させてはならないと

する道路1、義務教育施設2、都市公園3、図書館4等を除く財・サービスに対し

ては、財・サービスを受ける方と受けない方との公平性を図るなどの理由か

ら、財・サービスを受ける方からその提供に要する費用（コスト）の一部負

担を求めることを原則とします。 

この場合、施設本体の使用料とは別に、また、施設本体の使用料を無料に

しているものでも、施設内の特定の設備（例えば、冷暖房設備、音響設備、

憩い・慰安、娯楽の類の設備等）を提供する際は、その財・サービスの受益

が大きいと認めるものについて、一部負担を求めるものとします。  

更には、現に、財・サービスの受益者に使用料等を求めていない場合であ

っても、そのことの恒久化を是認するものではなく、常に見直しを図るもの

とします。 
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徴収することができるとされています。 

  公の施設を利用することでの対価という性質を帯びています。 

  具体例としては、「公共下水道使用料」、「体育館使用料」、「地区センター・

公民館使用料」、「行政財産使用料（土地又は建物を、電柱・電話柱等の電気

通信施設の設置、あるいは自動販売機の設置として）」等多岐に及びます。  

その他、○○使用料と称するもの以外に、観覧料（児童館コスモス・プラネ

タリウム）、入館料（大間野町旧中村家住宅）、入園料（日本庭園花田苑、キャ

ンベルタウン野鳥の森、アリタキ植物園）等の名称の使用料があります。 

 
（３）手数料 ※法第 227 条 

  普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者（＝直接利

益を受ける者）のためにするものについて手数料を徴収することができると

されています。 

文字どおり、特定の者（例えば、申請人）に対して提供する役務の対価（＝

事務手数料等）という性質を帯びています。 

  具体例としては、「し尿処理手数料」、「行政手数料」等多岐に及びます。 

 

 

 

地方自治法上の税外収入 

 

税外
収入

分担
金

負担
金

使用
料

手数
料

その
他
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２ 使用料等の原価（コスト）の考え方 

 使用料等の算定は、法律等によりその方法が定められている保育所保育料6、

養護老人ホーム使用料7、市営住宅家賃8等を除き、以下の方法に拠るものとしま

す。なお、ここに示した考え方は旧基本方針と変わりありません。 

 

（１）使用料等価額の算定手順とコストの範囲 

 使用料等の価額を算定する手順は、まず、当該財・サービスに係る「原価」

を算出します。 

次に、その原価の何割を財・サービスの受益者に負担して頂くかの「受益者

負担割合」を決めて仮の価額を算出します。 

最後に、近隣や同格自治体等の類似する財・サービスの価額を比較考慮して、

使用料等の最終価額（※単位あたりの価額）を求めます。 

 

 ●使用料等の算式 

 

 

 

 

事務事業に係るコストは、大きく「職員人件費」、「事業費」、「減価償却費」

に分類できます。 

 

① 職員人件費の考え方 

職員人件費の平均額に人工（※にんく:当該サービスの事務を担当する職員

の当該事務に費やす事務量のことで、当該職員の年間の総事務量の何％を占め

るか）を乗じます。 

例えば、直近年度における職員 1 人あたりの平均人件費が８４２万５千円と

し、Ａ施設の管理を担当する職員の年間の総事務量に占めるＡ施設の管理事務

に費やすボリュームが１２％のとき、人工は０．１２となり、人件費は１０１

万１千円（842 万 5 千円×0.12）になります。 

 

 

 

 

                                                   
6 児童福祉法 56 条  
7 老人福祉法 28 条 
8 公営住宅法 16 条 

原価 受益者負担割合 近隣等比較 使用料等 
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② 事業経費の考え方 

事業に係る経費には、「賃金」9、「旅費」、「需用費」10、「役務費」11、「委託料」
12、「使用料及び賃借料」13、「備品購入費」等があります。 

 

③ 減価償却費の考え方 

Ａ 施設・構築物、設備、備品等 

民間企業では、社屋や工場、機械設備などの経費を商品コストに反映させま

すが、行政も同様に、財・サービスを提供するためのツールとして整備する公

の施設や設備等の経費はコストとして使用料等の価額に反映させることになり

ます。 

この場合、施設等は経年劣化することから、通常その資産価値14は漸次減少し、

最終的には価値ゼロ（＝１円 ※かつては価値を残存させていた）になるので、

建築等のコストもこれに合わせて、価値ゼロの年まで平準化（＝均等化）させ

る会計処理がとられます。それは、施設等の利用者に施設等の経費を公平に負

担してもらう考えでもあります。 

価値ゼロになるまでの時間（＝耐用年数）は、資産の種類・性質ごとに決め

られており（耐用年数表15）、当該資産の取得原価16を耐用年数で除した額が減価

償却費です。 

例えば、建築費１億円の鉄骨造の体育館の耐用年数が３４年とすると、減価

償却費は、毎年２９４万１千円（1 億円÷34年）を計上することになります。 

                                                   
9 事業費内の人件費。 
10 消費的な物品の取得費や修繕費等の費用で、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕

費等がある。 
11 市が受けた人的サービスに対する対価の支払い経費で、通信運搬費、広告料、手数料、火災・自動車損

害保険料等がある。 
12 業務の委託に係る経費で、指定管理料ほか。 
13 不動産や動産の借上げや物品の使用に要する費用。 
14 陳腐化による減価や文化財的な価値は考慮しない。 
15 財務省「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一、第二 
16 取得価格のこと。モノを取得するには、モノの本体価額のほか取得に要する経費もあることから、これ

と区別する。 

担当者 

当該サービスに係る人工

０．１２人工 

別の仕事に係る人工 

０．８８人工 

職員１人当たりの１年間の総事務量＝１．０人工（※にんく） 
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     初年度  3 年度目・・・10 年度目・・・・20 年度目・・・・・30 年度目・・・34 年度目 

 

 

（万円） 294.1  294.1    294.1     294.1      294.1    294.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、実際の使用料等の価額を算出するに当たっては、施設等の建築費を

経費として算入する場合と算入しない場合が考えられます。 

使用料等の経費に公の施設の建築費を含めるかどうかの判断基準は、当該施

設が目的とするサービスの提供に直接的な関係があるかが大きく関わってきま

す。例えば、住民票の交付事務は市庁舎はじめ、南・北の出張所や地区センタ

ー等でも行っていますが、これらの施設は住民票交付の目的のためだけに整備

されたわけではありませんので、市庁舎等の建築費を住民票交付事務のために

要する経費と見ることは適当ではありません。一方、武道場は武道を目的とし

て整備されたものですから、その建設等の費用を使用料の経費と捉えることが

できます。なお、減価償却費を算入する場合は、市民への影響に配慮し、また、

事務の煩雑を避けるなどの理由から、施設、設備（償却資産）ともに取得価額

を１千万円以上17とします。 

また、施設には常に修繕等の維持費がかかっていますので、耐用年数経過後

もコストから減価償却費を除くことなく計上します。 

 

Ｂ 施設の用地 

 施設の用地としての土地は、使用することで劣化や減価を来たすものではあ

りませんので、用地の取得費は経費に含めないものとします。 

 また、土地そのものの活用が行政サービスのツールになっている、例えば、

野球場や庭球場等の場合でも同様に扱うものとします。 

                                                   
17 複数の償却資産の合算ではない。 

減価償却資産の耐用年数の一例 

種 類    構造又は用途       細 目        耐用年数 

建 物  金属造（肉厚４㍉超）    事務所用         ３８年 

                   学校用、体育館用     ３４年 

                   旅館用、病院用      ２９年 

器具及  金属製の事務机・椅子・キャビネット          １５年 

び備品  冷暖房用機器                      ６年 

※「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」より抜粋 
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（２）原価計算の標準式 

 

 ア.施設使用料等の場合①（※部屋貸しの類18） 

 （人に係る経費＋モノに係る経費＋その他の経費）÷当該施設の延床面積÷

年間供用時間×貸付面積×貸付時間＝単位使用料等原価（円／㎡・時間）＋

消費税負担分 

●使用料等原価の計算例（地区センターの５０㎡の会議室の２時間の使用料） 

 

（職員人件費 0.5 人工・400 万円＋委託費 100 万円＋減価償却費 100 万円）

÷延床面積 500 ㎡÷年間稼動時間 3,900 時間×50 ㎡×2 時間≒300 円（使

用料原価）＋消費税負担分 

 

イ.施設使用料等の場合②（※個人利用の類19） 

 （人に係る経費＋モノに係る経費＋その他の経費）÷年間利用者数（*直近３

ヵ年の平均値）＝単位使用料等原価（円／人）＋消費税負担分 

●使用料等原価の計算例②（温水プールの使用料） 

 

（職員人件費0.1人工・80万円＋事業費 5,000 万円＋減価償却費 1,000 万円）

÷年間利用者数 100,000 人（直近 3 ヵ年の平均）≒600 円（使用料原価）

＋消費税負担分 

 

 ウ.行政手数料の場合 

 （１分間当たりの職員人件費×処理時間）＋（その他の費用20÷処理件数）＝

単位手数料原価（円／件） 

●行政手数料原価の計算例（証明書交付手数料） 

（１分間当たりの職員人件費 48円×処理時間 5 分）＋（その他の費用 100 万

円）÷年間処理件数 10,000 件（直近 3 ヵ年の平均））≒340 円（手数料原

価） 

 

 

 

 

                                                   
18 地区センター・公民館、市民会館等の部屋貸し型。 
19 温水プール、動・植物園、観光施設等の入場料形式の施設。 
20 事務機器・用品等。※建物の減価償却費は含めない。 
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３ 受益者負担の考え方 

受益者負担は、財・サービスの提供に要する費用の一部を、その受益者に求

めるものです。 

法令等によって受益者負担を求めることを禁じ、又は社会通念上等に照らし

て、受益者負担を求めることは適当ではないとする財・サービスを除く財・サ

ービスの提供に当たっては、原則として受益者負担を求めることとします。  

この考え方は、財・サービスの利益を“受ける者”と“受けざる者”との負

担の公平化と財政負担の健全化を図るものです。 

 

（１）受益者負担の捉え方 

 財・サービスの提供の対価（＝使用料等）を「行政（公費）」と「受益者（自

己負担）」が、いかなる割合で負担し合うかが受益者負担の考え方です。 

公共下水道整備事業を例にとると、公共下水道事業は、「雨水処理」と「下水

処理」に分かれており、雨水の処理は、水害に対応する治水対策上の目的から、

全額公費で賄っています（雨水－公費の原則21）。 

一方、下水（汚水）の処理は、公共下水道施設を整備した区域内の者のみが

利用できるものですから、その費用の一部を、公共下水道施設の整備区域内の

者から「公共下水道事業受益者負担金」として負担してもらうものです（汚水

－私費の原則22）。 

 

 

（２）マトリックス図の構造と受益者負担割合の考え方 

マトリックスの構造と受益者負担割合は、次ページに示す縦・横二つの判断

軸の相関性によって決めます。すなわち、施設の性質を「受益者の特定度」と

「整備の必須度」の両面から判断して受益者負担割合を決めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
21 「第一次下水道財政研究委員会（昭和 36 年）」の提言による。 
22 脚注 21 に同じ。 
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■整備の必須度の判断 

縦軸の「整備の必須度」とは、市側の原理で、当該施設の整備の「必然性の

程度（高～低）」を判断します。 

 

判断の程度 判断の要件の例 

 例えば、 

▶施設の整備が義務又は義務的なもの 

▶施設を整備することの公益性が高い 

▶施設を整備することの必然性が高い  

▶施設が市民自治の醸成や活動の場としての性格が強い 

などから判断します 

例えば、 

▶施設の整備の義務色が薄い    

▶民間に同種の施設がある 

▶施設の整備が行政の守備範囲としては低い 

▶施設が趣味や運動、レクリエーション等の場としての性

格が強い  

などから判断します 

 

■受益者の特定度の判断 

横軸の「受益者の特定度」とは、利用者側の原理で、当該施設の「用途の特

化性の程度（高～低）」を判断します。 

 

判断の程度 

 

判断の要件 

の例 

例えば、 

▶施設の利用に当たって利用

者が特定されない  

などから判断します 

例えば、 

▶用途が特化した施設ゆえに利

用者が特定される  

などから判断します 

 

 

 

 

 

         

高 

低 

低 高 
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（３）マトリックス図（受益者負担割合と施設の分類） 

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

     

             

                                                       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※この表にない施設又は新規施設はこの表から類推して分類するものとする。 

第Ⅰ類 

受益者負担率は 25%以上 50%未満 

 
 
 
 
 

第Ⅲ類 

受益者負担率は 50%以上 75%未満 

 

 

 

 

 

第Ⅱ類 

受益者負担率は 50%以上 75%未満 

 

 

 

 
 

第Ⅳ類 

受益者負担率は 75%以上 100%以下 

 
 
 
 
 

低         受 益 者 の 特 定 度          高

高 
 

 
 

 
 

整 

備 

の 

必 

須 

度 
 

 
 

 
 

 
 

 

低 

整備の必須度も受益者の特定度

もどちらかといえば高い施設 

個々の施設の負担率を 50%から

74%の間で設定 

整備の必須度も受益者の特定度

もどちらかといえば低い施設。 

個々の施設の負担率を 50%から

74%の間で設定 

整備の必須度が高く受益者の特

定度が低い施設 

個々の施設の負担率を 25%から

49%の間で設定 

整備の必須度が高くなく受益者

の特定度が高い施設 

個々の施設の負担率を 75%から

100%の間で設定 

第Ⅱ類 
産業雇用支援センター、旧中村家住宅、

老人福祉センター、児童館 

 

第Ⅰ類 
地区センター・公民館、交流館、市

民活動支援センター、障がい者福祉

施設、男女共同参画支援センター 

 

第Ⅳ類 
コミュニティセンター、あだたら高原少

年自然の家、能楽堂、花田苑、野鳥の森、

アリタキ植物園、総合体育館、地域体育

館、サッカー場、ソフトボール場、プー

ル・トレーニングルーム、弓道場、洋弓

場、競技場、総合公園多目的運動場、庭

球場、野球場、相撲場、越谷駅東口駐車

場 

第Ⅲ類 
市民会館、科学技術体験センター・

ミラクル 

施
設
の
振
分
け 
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４ 使用料等の価額算出式 

 ７ページの「（２）原価計算の標準式」のアとイの施設については、その原価

に施設の性質毎の受益者負担割合等を、また、ウについても受益者負担割合等

をそれぞれ加味した使用料等の価額は、次の式によります。 

 

▶施設使用料の場合（アとイ） 

  使用料原価×受益者負担割合±近隣比較考慮 

＝使用料価額（円／㎡・時間） 

 

 ▶行政手数料の場合（ウ） 

  手数料原価×受益者負担割合±近隣比較考慮＝手数料価額（円／件） 

   

●使用料等価額の計算例（地区センターの５０㎡の会議室の２時間の使用料） 

使用料原価 300 円×受益者負担割合（第Ⅰ類）25％＋近隣比較考慮（+125

円）＝200 円＝200 円（使用料価額） 

 

●使用料等原価の計算例（温水プールの使用料） 

使用料原価 600 円×受益者負担割合（第Ⅳ類）100％＋近隣比較考慮（+40

円）＝640 円（使用料価額） 

 

●行政手数料原価の計算例（証明書交付手数料） 

手数料原価 340 円×受益者負担割合 100％－近隣比較考慮（-240 円）＝100

円（使用料価額） 

 

 
５ 使用料等の減額・免除の考え方 

 使用料等は、個別の財・サービスの受益者に一定の負担を求めるものですか

ら、基本的には全ての受益者に対して等しく扱うことが原則であり、減額や免

除（以下「減免」）の措置はあくまでも例外の措置と言えます。 

特に免除は、受益者負担を全く求めない、換言すれば全額公費で負担するこ

とになりますから、受益がありながら負担を求めないことが、法令等で規定さ

れているものや、広く社会的に受け入れられるものに限るものとします。 

このことから、減免は以下の事由が考えられます。 
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考えられる減免事由 

１号 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若

しくは公共用又は公益事業の用に供するため利用する場合 

２号 市の執行機関又は当該施設を管理する指定管理者が本来の業務遂行の 

ため利用する場合  

３号 市が１号に規定する団体に準ずると認める団体が公用若しくは公共用

又は公益事業の目的で利用する場合 

４号 生活保護を受けている者もしくは準ずる場合 

５号 自然災害等により多大な経済的損失を受けたと市が認めた場合 

６号 障害者基本法又は越谷市障害者等の利用に係る公の施設使用料減額条

例に規定する障がい者、その介護者又は障害者団体が利用する場合 

７号 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合 

 

これらを減免の事由に掲げたのは次の理由からです。 

 

ア、公的な団体が公共・公益の目的で利用するからです。 

イ、障がい者等に対する経済的支援や社会参加の促進等の目的からです。 

ウ、生活困窮者に対する経済的支援からです。 

エ、損害を被った被災者（被害者）等に対する経済的支援等からです。 

オ、その他の事情に対応できるようにするためです。 

 

施設の設置管理に係る規程は、この基本方針の考え方に基づいた上、減免事

由の設定に際しては、施設間で著しく不統一・不均衡にならないよう、適切な

ものとします。また、運用にあたっても、同様に取り扱うこととします。 

 公の団体による公の目的のための利用に対する考え方及び障がい者に対する

考え方は、次のとおりです。 

 

●公の団体による公の目的のための利用に対する考え方 

［越谷市地区センター設置及び管理条例施行規則］、［越谷市交流館設置及び

管理条例施行規則］、［越谷市公民館設置及び管理条例施行規則］、［越谷市日本

文化伝承の館設置及び管理条例施行規則］及び［越谷コミュニティセンター条

例施行規則］では、減免事由の一つに、「公の団体による公のための利用」を掲

げています。そのほか、［越谷市行政財産の使用料に関する条例］に掲げる減免

事由は、「国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用

若しくは公共用又は公益事業の用に供するため」としています。また、公共団

体、公共的団体とは行政実例において、次のとおり定義されます。 
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☞公共団体とは、普通地方公共団体、特別地方公共団体、協議会、公社、公団、事業団、

土地改良区、健保組合、共済組合、公立の学校・病院等 必要な公権力の行使が認められ

ている団体とされています。 

☞公共的団体とは、農業、漁業、生協、商工会議所等の産業経済団体、老人ホーム、育児

院、赤十字社等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会、教育会館等の文化事業団体等、い

やしくも公共的な活動を営むものは全て含まれ、法人たると否とを問わないとされていま

す。（※昭和 24 年 1 月 13 日行政実例） 

☞また、公益法人もその具体的活動が公共的活動に及ぶ限り公共的団体等に含まれるとさ

れています。（※昭和 34 年 12 月行政実例） 

 

 このような例規の規定や行政実例から、公用とは公共団体が自身の業務のた

めに、公共用は公共的団体が公共の福祉のために、公益事業は公共の利益のた

めの事業と整理できます。そして、公用若しくは公共用又は公益の共通項は事

業の対象（相手）が“不特定多数”ということです。 

このことから、減免の条件を利用団体が「公的」であることと、利用目的に

「公共性等」があることとします。 

したがって、たとえ公共的な団体であっても公益性の無い（＝私的）事業活

動であれば減免の対象から除外します。 

 

●障がい者（障がい者団体を含む）に対する減免の考え方 

障がい者は、普段の生活で様々な経済的な負担や物理的障害に直面している

ことから、社会参加への機会の制約を余儀なくされているなどの現実がありま

す。 

「障害者基本法」23及び「越谷市障害者等の利用に係る公の施設使用料減額条例」
24の規定からも、減免の措置は継続するものです。 

                                                   
23 障害者基本法 

第 24 条（経済的負担の軽減）「国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者 
の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共 
的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。」 
第 25 条（文化的諸条件の整備等）「国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活 
動、スポーツ又はレクリエーションを行うことができるようにするため、施設、設備そ 
の他の諸条件の整備、文化芸術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講 
じなければならない。」 

24 越谷市障害者等の利用に係る公の施設使用料減額条例 
 第１条（趣旨）「この条例は、障害者基本法第 24 条の規定に基づき、障害者、その介護 

者及び障害者団体の利用に係る公の施設の使用料を減額することにより、障害者、その介護

者及び障害者団体の経済的負担の軽減及び障害者の社会参加の促進を図るものとする。」 
 越谷市障害者等の利用に係る公の施設使用料減額条例施行規則 
 第 3 条 別表 基本料金の 2 分の 1 
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６ 超高齢社会における高齢者負担のあり方 

これまで、一人の高齢者を経済的に支える世代は複数人いましたが、今後は、

下表に示すとおり、高齢者人口が増え続けることで、高齢者層とそれを支える

世代の層に大きな変化が生じます。すでに、わが国においても本市においても

超高齢社会25が到来しています。 

そうした時代にあっては、既定・既存の“もの”の考え方や社会全体の様々

なシステムに変化・変革を来たしてくるものと考えます。 

高齢者福祉のあるべき姿や高齢者に対する使用料等の負担のあり方について、

負担の公平性や財政の視点等から、今後も注視していきます。 

 

☆わが国の人口構成の推移（万人）           ※総務省資料より作成 

 １９９０年 ２０２５年 ２０６０年 

総人口 １億２，３６１ 1 億２，０６６ ８，６７４ 

２０～６４歳 ７，５９０（６１%） ６，５５９（５４%） ４，１０５（４７%） 

６５歳以上 １，４８９（１２%） ３，６５８（３０%） ３，４６４（４０%） 

 

 
７ 使用料等の割増や割引、一般料金とこども料金の考え方 

（１）使用料の割増等の考え方 

① 市外の方の利用 

市外の方の施設利用に対して、正規の使用料を割増しする考え方がありま

す。これは、施設の建築費等に本市の市税や市債等の市費が投じられている

こと、また、市民に施設の優先利用を確保することなどにあるとされます。

この場合、市外の方との価額差は常識的な範囲でなければなりません。具体

的には、埼玉県東南部５市１町26間で同一料金を認めている場合を除き、市

民と市外の方の使用料の格差の幅は、施設の数や性質、使用料の性質等によ

っても異なることから、原則として２倍の範囲内で妥当な率とします。 

 

② 入場料等を徴収するものの利用 

   施設利用者（申請者）が二次的利用者（客等）から入場料、聴視料、受

講料等の名目で幾ばくかの金銭を徴収する場合に、正規の使用料に割増しを

する考え方があります。これは、施設利用者が営利目的で公の施設を利用す

ることについて、公の施設の目的外利用として、通常の目的利用と格差をつ

ける意味から妥当とします。ただし、例えば「○○講座」の材料費の実費と

                                                   
25 65 歳以上の人口の割合が 21％を超えたとき。 
26 越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市及び松伏町 
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して金銭を徴収する場合はこの限りでありません。 

 

③ フィルムコミッションを目的とするものの利用 

公の施設を企業のＣМやドラマ等の撮影に利用する場合は、基本的には行

政財産の目的外利用として、条例に基づいた扱いをします。 

 

（２）使用料の割引の考え方 

   正規の使用料に対する割引き制度は採用しない代わりに、それに相当す

るものとして、次の（３）が考えられます。 

 

（３）一般料金とこども料金の区分設定の考え方 

  使用料等の価額を、一般料金とこども料金の別、こども料金を更に就学前

後、児童・生徒別に格差を設ける考えがあります。これは、使用料等はサー

ビスの受益の対価として徴収するものであることから、その受益感が感じ取

れることができていなければなりません。したがって、仮に幼児、小学生、

中学生、高校生の別に価額帯を設ける場合、それぞれに合理的説明がつく限

りにおいて認められるものとします。 

 

 

８ 指定管理者導入施設の利用料金制の扱い 

 指定管理者が公の施設を管理27している場合で、利用料金制28を導入するに当

たっては、本方針に沿って価額等を検討することになります。 

 

 

９ 使用料等の還付（※過誤納金の還付のことではありません。） 

 施設の使用前に納付した使用料等は、原則として還付しません。理由は、施

設使用の安易な予約行為（又はキャンセル）を防止するなどのためです。 

 ただし、施設利用当日までの間に以下の事由が生じた場合には、予納した使

用料等の全部又は一部を還付することができるものとします。 

（１）施設ごとに定めた還付条件に従って還付手続を行う場合 

（２）施設利用中の発災（火災や地震等）により、施設の利用が満足に果たせ

ないものと市が判断した場合 

                                                   
27 公の施設の管理を民間等の団体に行わせることができる制度（地方自治法第 244 条の 2

第 3 項）。 
28 当該施設の使用料を指定管理者の収入とすることができる制度（地方自治法第 244 条の

2 第 8 項）。 
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（３）その他、還付することが適当であると市又は指定管理者が判断した場合 

なお、（２）及び（３）の事由の場合、還付の判断、還付金の額及び還付の方

法等は、施設を所管する部署等が利用者の利益に立って、適宜・的確に対応す

ることとします。 

 

 

１０ 施設の稼働率向上と適正利用 

公の施設は、市民の利用に供する目的で整備されたものですから、市民に広

く開かれた効率のよい施設運営が求められます。したがって、市民の利用に際

して行き過ぎた制限や制約には注意を要します。管理規則や運用等を点検して、

施設の使用に当たって特段の支障を来たさない限り、利用に当たっての制限や

制約を設けることなく、市民にとって使い勝手の良い施設運営に心がける必要

があります。 

 

 

１１ 使用料の激変緩和の措置 

 使用料等の価額を見直した結果、引上げ幅が１．５倍を超える場合、公共料

金としての安定性や市民生活に与える影響等を考慮して、引き上げの幅は、１．

５倍とします。 

 

 
１２ 消費税の適正転嫁 

 消費税（地方消費税を含む。）29は、資産の譲渡等30の対価31に転嫁することで

最終的に消費者が負担する間接税です。その税収は、国と地方の財政を大きく

支えています。 

市民に提供する財・サービスには、民間事業者と同様に仕入れ（経費）が伴

い、その仕入価額には消費税が入り込んでいるものです。 

例えば、公共施設の場合には建築費のほか修繕費、備品費、光熱水費などに、

各種証明書の発行の場合には、証明用紙代や印字インク代といったものの中に、

消費税が含まれています。 

施設管理に係る委託料や指定管理料にも当然、消費税分を別途上乗せして支

払っています。たとえば、１０億円の指定管理料には８千万円（8%）もの消費

                                                   
29 平成元年創設。税率３％から始まり、地方消費税率を含めて５％（H9.4～）、８％（H26.4
～）に引上げ、更に 10％（当初 H27.10～を延期し H29.4～としたものの H31.10～に再延

期）に引上げを予定している。 
30 資産の「譲渡」、「貸付」又は「役務の提供」をさす。 
31 単純に料金、代金のことをいう。 
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税を別途負担しています。 

このように、事務事業経費の中には消費税が内在していることから、使用料

や手数料等の算出にあたっては、消費税分を適切に反映させないと、結果とし

て歳出を膨らませることになるばかりか、消費税分を市税等で負担するという

ことになり、当該財・サービスの利益を受けていない市民も（間接的に）負担

させられるということですから「受益者負担の原則」の考え方が失われます。 

したがって、消費税の課税対象となる経費には、相応の消費税分を適正に転

嫁するものとします。 

 

 

１３ 手数料について 

施設に係る使用料は、資産の貸付に対する対価の性格を帯びていますが、各

種書類等の申請、発行、届出等に係る行政手数料は、職員の役務の提供に対す

る対価の性質によることから、使用料の取り扱いと多少異なります。 

手数料の場合、原価（コスト）に施設等の減価償却費を含めないことや、減

免事由に使用料の減免事由ほど多くを定めないのが一般的です。そのほか、手

数料の還付や割増・割引、あるいは一般料金、こども料金、高齢者料金などの

概念も馴染み難いものがありますが、使用料同様に常に見直しが求められるこ

とに変わりありません。 

 

 

１４ 使用料等の見直しの周期 

 モノに係る経費が変動する以上、経費等が根拠となる使用料等の価額も不変

ではありません。コストの変化を常に捉えて、適時・的確な見直しが求められ

ます。その際、使用料等は公共料金であることから、価額の一定期間の安定性

というものが求められます。また、見直しに要する調査・調整等の作業期間、

更には行政改革の取組期間（５年間）等を考慮して、価額等の見直し作業の周

期を、原則として５年ごとに行うことを適当とします。ただし、法令の規定や

基準、計画等で改定の周期が定められている場合等はその限りでありません。 

見直しの結果において、価額改定の必要があると判断した場合には、必要に

応じて審議会等に対して十分な説明責任を経て、速やかな措置をとることとし

ます。 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 



 



 
 



 



 

 
  

基本構想 
令和 1 2 年度（ 2 0 3 0 年度） を目標年度と し 、 本市の将来像と まち

づく り の目標を定める も のです。  

基本計画 
基本構想における 将来像を実現する ための施策を体系化し 、 その方

策を定める も のです。  

実施計画 
基本計画における 施策を実施する ため、具体的事業を定める も ので

す。  

 

 

 



 

 

 

令和５ 年度の実績値を記載 
 

令和７ 年度実績値に
よ り 達成状況を明記 

達成指標等の参考と し て、 実績値及び取組内容を記載 
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１ 第７次行政改革大綱の実施状況（概要）
 

越谷市では、厳しい財政状況が見込まれる中で、令和３年度から７年度までの５年間を計画期間とする「第７次行政改革大綱」に取り組んでいま

す。 

令和５年度は、「事務事業の改革強化」など６項目の主要推進事項に関連する 39 件の取組を推進し、実施率は 87.2％となり、財政的効

果額は、9,805 万 8 千円となっています。 

また、令和３年度に実施済と整理した取組（7件）及び令和４年度に実施済と整理した取組（1件）を含む第７次行政改革全体では、47 件の取

組を推進し、実施率は 89.4％となっています。なお、取組の実施状況は「実施」が 43 件、「着手」が 1 件、「検討」が 4 件となっていま

す。 

行政改革の取組を通じて、将来にわたり健全財政を維持して市民や社会に必要な財・サービスの提供を堅持し、市民福祉の向上に努めてまいりま

す。 

財政的効果額 
年度 財政的効果額 主な取組と効果額 

令和３年度実績

(2021 年度) 

1 億 6,695 万 4千円   総合防災ガイドブックの作成 

（2,383 万 5 千円の削減等） 

令和４年度実績

(2022 年度) 

1 億 9,132 万 1千円   公共下水道事業の経営改善  

(1 億 2,118 万円の増収) 

  AI・RPA 活用による業務効率化と市民

サービス向上 

（2,157 万 2 千円の削減等） 

ほか 41 件の取組を実施しました。 

令和５年度実績

(2023 年度) 

9,805 万 8 千円   ふるさと納税制度の拡充 

(4,462 万円の効果額) 

ほか 46 件の取組を実施しました。 

 
  

 

 

※財政的効果額は、取組における経費削減額又は歳入確保額から、その実施に

要した投入経費を差し引いた額です。 
また、各年度における効果額は、取組で発生した効果額を毎年度累積する方

法は採用しておらず、初めて生じた年度のみ計上しています。 

実施 34件

（87.2%）

着手 1件

（2.6%）

検討 4件

（10.2%）

令和５年度（2023年度）実施状況

（39件）
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２ 第７次行政改革大綱実施計画 体系図 

 

 
【主要推進事項】  【具体的推進事項】 整理番号 

１事務事業の改革強化  ①経費削減の徹底 １－①   

②事務事業の連携強化 １－② 

③民間資源の活用強化 １－③ 

２特別会計事業・公営事業会計 

 外郭団体の経営改革 

 ①特別会計事業・公営事業会計の財政健全化 ２－① 

②外郭団体への適正関与 ２－② 

３組織の強靭化  ①最適な組織と定員管理 ３－① 

②職員の能力強化 ３－② 

③リスク・マネジメントの強化 ３－③ 

４暮らしやすさの向上につながる情報化等の推進   ４ 

５健全財政の強化  ①補助金等事業や給付等事業の精査 ５－① 

②公共財の適正管理と徹底活用 ５－② 

③的確な債権確保と財源の掘り起こしの推進 ５－③ 

６その他、行政改革として取り組むもの  ①地球環境問題への積極的な取組 ６－① 
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３ 実施状況及び財政的効果額一覧（令和５年度（2023 年度））              
単位：千円 

区分 主要推進事項 具体的推進事項 No 取組名 
記載 

ページ 実施 着手 検討 財政的効果額 

当
初
計
画
分 

１事務事業の改革

強化 
①経費削減の徹底 

１ 総合防災ガイドブックの作成 ※ P6 ○    

２ AI・RPA 活用による業務効率化と市民サービスの向上 P7 ○   27,060 

３ 電気契約の見直し ※ P8 ○    

４ 防犯カメラの設置費用の削減 P8   ○  

５ 子育てガイドブックの作成 ※ P9 ○    

２特別会計事業・

公営事業会計・外

郭団体の経営改革 

①特別会計事業・公営事業

会計の財政健全化 

６ 国民健康保険税の収納率の向上 P9 ○    

７ 介護保険料の収納率の向上 P10 ○    

８ 公共下水道事業の経営改善 P11 ○    

９ 公共下水道における水洗化の促進 P12 ○   4,600 

10 市立病院経営健全化の推進 P12 ○    

②外郭団体への適正関与 11 外郭団体の健全経営の促進 P13 ○    

３組織の強靭化 

①最適な組織と定員管理 12 適正な定員管理と効率的な組織整備 P13 ○    

②職員の能力強化 

13 職員の情報利活用能力（ICT リテラシー）の向上  P14 ○    

14 職員の能力開発の推進 P15 ○    

15 人材の活用・確保 P15 ○    

③リスク・マネジメントの 

強化 

16 ICT-BCP、CSIRT の継続運用 P16 ○    

17 情報セキュリティ対策の継続 P16 ○    

18 内部統制制度の構築 P17 ○    

 

 

４暮らしやすさの向

上につながる情報化

等の推進 

 

 
19 オープンデータ化の推進 P18 ○    

20 公共施設の市民向け通信環境整備 P18   ○  

21 行政手続きのオンライン化 P19 ○    

再掲 AI・RPA 活用による業務効率化と市民サービスの向上  P7 ○    

22 情報発信力の強化 P20 ○    

23 個人番号の利活用の促進 P21 ○    

24 電子契約の導入検討 P21   ○  

25 窓口システムの導入 ※ P22 ○    

26 証明書コンビニ交付 P23 ○    



4 

区分 主要推進事項 具体的推進事項 No 取組名 
記載 

ページ 実施 着手 検討 財政的効果額 

当
初
計
画
分 

５健全財政の強化 

①補助金等事業や 

給付等事業の精査 
27 補助金等の見直し ※ P24 ○    

③的確な債権確保と財源の 

掘り起こしの推進 

28 駐車場有料化 P24   ○  

29 市税の収納率の向上 P25 ○    

30 税外債権における未収金の圧縮への指導・助言 P25 ○    

31 保育所保育料の収納率の向上 P26 ○    

32 入学準備金貸付金償還金の収納率の向上 P27 ○    

６その他、行政改

革として取り組む

もの 

①地球環境問題への 

積極的な取組 

33 エネルギーの効率的な利用 P27 ○    

34 再生可能エネルギーの導入拡大 P28 ○    

35 食品ロス削減の推進 P28 ○    

当初計画分 合計 31 0 4 31,660 

追
加
取
組
分 

１事務事業の 

改革強化 
①経費削減の徹底 

追加 1 印刷請負の発注方法の変更 ※ P29 ○    

追加 2 
複合機にかかる賃借料、使用料及び移設費の削

減 ※ 
P29 ○    

追加 3 複数回線の集約化 ※ P30 ○    

追加 4 こしがや子育てネットの統合 P30 ○   1,520 

追加 5 地域支援事業の統合 P31 ○   4,915 

追加 6 会計整理による市の負担分軽減 P31 ○   2,775 

追加 9 会議録作成委託経費の削減 P32 ○   70 

追加 10 
予算編成及び執行管理事務費に係る印刷製本費

の削減 
P32  ○   

追加 11 人事評価の検証結果報告書作成等業務の見直し P33 ○   390 

追加 12 重度心身障がい者手当支払決定通知書の廃止 P33 ○   240 

５健全財政の強化 
③的確な債権確保と財源の

掘り起こしの推進 

追加 7 企業版ふるさと納税制度の推進 P34 ○   11,868 

追加 8 
ふるさと納税制度の拡充（クラウドファンディ

ング、個人版）  
P35 ○   44,620 

追加取組分 合計 11 1 0 66,398 

合計 42 1 4 98,058 

※  令和３年度及び４年度に実施済の取組 
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４ 取組の達成状況 
 

取組の達成状況を可視化するために、以下のとおり４段階で

表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※追加取組分（8 件）は、計画を策定していないため除いています。 

AA【8件】 

国民健康保険税の収納率の向上（P9）、介護保険料の収納率の向上（P10）、公共下水道における水洗化の促進（P12）、情報発信力の強化（P20）、 

証明書コンビニ交付（P23）、市税の収納率の向上（P25）、保育所保育料の収納率の向上（P26）、食品ロス削減の推進（P28） 

Ａ【12 件】 

省略 

Ｂ【6件】 

公共下水道事業の経営改善（P11）、市立病院経営健全化の推進（P12）、情報セキュリティ対策の継続（P16）、オープンデータ化の推進（P18）、 

税外債権における未収金の圧縮への指導・助言（P25）、入学準備金貸付金償還金の収納率の向上（P27） 

Ｃ【0件】 

－【4件】 

防犯カメラの設置費用の削減（P8）、公共施設の市民向け通信環境整備（P18）、電子契約の導入検討（P21）、駐車場有料化（P24） 

 

「AA」 8件

（26.7%）

「A」 12件

（40.0%）

「B」 6件

（20.0%）

「－」 4 件

（13.3%）

令和５年度（2023年度）に実施した30件の

取組の達成状況
達成状況:令和５年度（2023 年度）における効果の

程度 

（※定性的効果含む） 
 

ＡＡ：計画を上回る効果があったもの 

Ａ ：計画どおりの効果があったもの 

Ｂ ：効果が計画を下回ったもの 

Ｃ ：効果が非常に少なかったもの 

－ ：現時点でまだ効果が出ていないもの 
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５-１ 個別取組内容（当初実施計画分） 
１ 事務事業の改革強化 

 ①経費削減の徹底 

  

 

No 1

実施状況 実施

達成状況 AA

実績 300万円

効果の種別 定量的効果 指標 広告掲載料の歳入確保

効果

○広告掲載による歳入確保
300万円
○印刷に係る経費削減
約2，083万円

※令和３年度に財政的効果額を計上

R3 R4 R5 R6 R7

目標 100万円

実施内容
越谷市総合防災ガイドブックの広告掲載料として、19団体（30区画）からの歳入を確保しました。越谷市総合防災ガイドブックについては17
万部作成し、14万8千部を全戸配布するとともに、本市への転入者にも配布しました。

1－① 総合防災ガイドブックの作成 危機管理室

計画内容
洪水ハザードマップ・地震ハザードマップ・防災マップ及び防災に関する啓発パンフレット等を１冊に集約した総合防災ガイドブックに有料広告
を掲載し、作成経費の削減に貢献します。

体系番号 取組名 所管課
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No 2

実施状況 実施 実施 実施

達成状況 A A A

2,157万円 2,706万円

新規10事務追加

②実績 新規20事務追加 新規8事務追加 新規11事務追加

新規10事務追加

指標 ②新規導入事務数

R3 R4 R5 R6 R7

R7

①目標 700時間 700時間 700時間 700時間 700時間

R6

効果

R3 R4 R5

①実績 3,107時間 6,101時間 7,177時間

【定量的効果】
〇作業削減時間及び効果額
（R5）７,1７７時間　2,706万円
時間短縮:4，995円／時間×7,177時間=約3,585万円
効果額：時間短縮（約3，585万円）-投資経費（約８７９万円）
＝約2,706万円

【定性的効果】
単純なデータ入力等の繰り返し操作に対するＲＰＡの活用に
より、職員でなければできない業務に注力できる環境を構
築し、市民サービスの向上に寄与しました。

②目標 新規10事務追加 新規10事務追加 新規10事務追加

効果額 109万円

計画内容
効率化・自動化が見込まれる各課の事務に、AI・RPAを導入することで、事務の効率化・自動化による経費削減とともに、市民サービスの向上
を図ります。

実施内容

・令和４年度末時点の導入事務４２に対して、令和５年度末時点の導入事務は５３（令和６年度RPA新規導入事務として選定した事務のうち、令和５年度中に先行実
施した12事務を含む）となり、11事務が増加となりました。
・令和５年度は、全体で14課53業務のRPAが実施され、「職員による作業時間」が、本市で定めた効果算出方法により全体で約7,177時間削減され、職員の業務
負担の軽減を促進しました。
・上記のRPA導入による効果を詳細に分析した結果、効果の中には、職員による事務作業時間の削減だけでなく、ＲＰＡを使うことによって当初に予定していた処
理件数よりも大量に処理ができるようになったものも含まれていることが分かりました。現行の効果報告様式は削減時間の算出に特化しているため、「ＲＰＡ導入に
よる効果の見せ方」を課題として、効果報告の方法を再検討する必要があることが分かりました。
・令和6年度のＲＰＡ新規導入に向けた実証実験を実施し、ライセンス使用料と端末リース料を踏まえた費用対効果が見込まれる３課１9業務を令和６年度の導入事
務として選定しました。うち、先行実施可能であった2課12事務を令和５年度中に導入しました。

効果の種別 定量的効果及び定性的効果 指標 ①削減時間数（導入事務全体）

行政デジタル推進課体系番号 1－①、４ 取組名 ＡＩ・ＲＰＡ活用による業務効率化と市民サービスの向上 所管課

700 700 700 700 700
3,107 

6,101 
7,177 

500
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500

R3 R4 R5 R6 R7

①削減時間数（導入事務全体）（時間）
①目標

①実績

10 10 

10 

10 10 

20 

8 

11 

5

15

25

R3 R4 R5 R6 R7

②新規導入事務数（事務）

②目標

②実績
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No 3

実施内容 計画どおり電気契約の見直しを行いました。

1－① 電気契約の見直し  市民課　市民活動支援課

計画内容 斎場に新電力を導入し、市民会館、地区センター及び交流館の電力購入と合同契約を行うことで、経費削減を図ります。

体系番号 取組名 所管課

効果の種別 定量的効果 指標 電気料金の削減額

効果

○電気料金の削減
約391万円

※令和３年度に財政的効果額を計上

R3 R4 R5 R6 R7

目標 391万円

実績 391万円

実施状況 実施

達成状況 AA

No 4

実施状況 検討 検討 検討

-

達成状況 - - -

R6 R7

目標 - - -

R5

効果 －

R3 R4

実績 - -

計画内容
リース（平成３０年１１月１日から令和５年１０月３１日）で設置している防犯カメラについて、飲料用自動販売機の売上げを活用した事業に切り
替えるなど、機器の調達方法を見直し設置・運用に関する費用の削減を図ります。

実施内容
市民の防犯カメラ設置への要望が高いことから、リースで設置している防犯カメラに関して、その効果と飲料用自動販売機の売上げを活用し
た事業に切り替えた場合の設置・運用について、撤去費用等も踏まえながら引き続き今後の設置拡充について検討を行いました。

効果の種別 定量的効果 指標 防犯カメラ設置費用の削減額

くらし安心課体系番号 1－① 取組名 防犯カメラの設置費用の削減 所管課
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２ 特別会計事業・公営企業会計・外郭団体の経営改革 

①特別会計事業・公営事業会計の財政健全化 

 

No 5

実施状況 検討 実施

達成状況 - A

R6 R7

目標 - 56万円

R5

効果
○印刷製本費削減の効果額
56万円

R3 R4

実績 - 56万円

計画内容 子育てガイドブックに有料広告を掲載し、作成経費の削減に貢献します。

実施内容

・令和4年度に冊子に広告を掲載し、印刷製本費をかけずにガイドブックの作成を行いました。また、ガイドブックの内容の大幅なリニューアル
とサイズ変更・軽量化を図りました。
・無料でチラシを作成し、広報こしがやと併せて全戸配布することで、ガイドブックの周知活動を行いました。その結果、経費の削減を行うとと
もに、子育てガイドブックの普及や市の子育て支援政策の幅広い周知につながりました。

効果の種別 定量的効果 指標 印刷製本費削減の効果額

子ども施策推進課体系番号 1－① 取組名 子育てガイドブックの作成 所管課

No 6 収納課体系番号 ２－① 取組名 国民健康保険税の収納率の向上 所管課

計画内容 令和７年度までに、現年度分の収納率を令和元年度（90.57%）比1.50ポイント向上させ、自主財源の更なる確保を図ります。

実施内容 徴収業務体制の随時見直しや効果的な収納対策を企画・実施することで、効率的な徴収業務を行いました。

効果の種別 定量的効果 指標 国民健康保険税の収納率

効果

R3 R4

実績 92.31% 91.99%

R6 R7

目標 90.87% 91.17% 91.47% 91.77% 92.07%

R5

実施状況 実施 実施 実施

92.68%

達成状況 AA AA AA

90.87
91.17

91.47
91.77

92.0792.31
91.99

92.68

90.5

91

91.5

92

92.5

93

R3 R4 R5 R6 R7

国民健康保険税の収納率（％）

目標
実績
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No 7

実施状況 実施 実施 実施

97.65%

達成状況 AA AA AA

R6 R7

目標 96.47% 96.56% 96.65% 96.73% 96.81%

R5

効果

R3 R4

実績 97.66% 97.61%

計画内容 令和７年度までに、現年度分及び滞納繰越分の収納率を令和元年度の基準（96.81％）に向上させ、自主財源の更なる確保を図ります。

実施内容
令和5年度は、年３回催告書を送付し自主納付や分納誓約を促しました。また、納付資力があるにも関わらず、保険料納付がされない滞納者に
対し、滞納処分実施に伴う金融機関への預貯金調査及び預貯金差押えを実施しました。

効果の種別 定量的効果 指標 介護保険料の収納率

介護保険課体系番号 ２－① 取組名 介護保険料の収納率の向上 所管課

96.47 96.56 96.65 96.73 96.81
97.66 97.61 97.65

96.4

96.9

97.4

97.9

R3 R4 R5 R6 R7

介護保険料の収納率（％）

目標

実績
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No 9

実施状況 実施 実施 実施

460万円

達成状況 AA B AA

R6 R7

目標 170万円 180万円 180万円 180万円 180万円

R5

効果

○新規改造工事による公共下水道接続件数

令和3年度：65件　　　令和5年度：71件（152世帯）

令和4年度：53件
※令和５年度は件数に集合住宅が10件含まれており、世帯数が増加

したため、歳入が大幅に増加しました。

R3 R4

実績 190万円 160万円

計画内容 戸別訪問・通知等による指導等により、公共下水道の未接続世帯の解消を目指し、経営健全化を図ります。

実施内容 民間委託による戸別訪問指導は行いませんでしたが、水洗化普及促進チラシを未接続世帯へ発送しました。

効果の種別 定量的効果 指標 水洗化促進に係る下水道使用料の歳入増加額

下水道経営課体系番号 ２－① 取組名 公共下水道における水洗化の促進 所管課

170
180 180 180 180

190

160

460

150

250

350

450

550

R3 R4 R5 R6 R7

水洗化促進に係る

下水道使用料の歳入増加額（万円）

目標

実績

No 10

実施状況 実施 実施 実施

94.58%

達成状況 AA B B

R6 R7

目標 100% 100% 100% 100% 100%

R5

効果

R3 R4

実績 100.92% 97.97%

計画内容 総収支比率を単年度の収支が黒字であることを示す100%以上とし、累積欠損金の解消に繋げることで、経営健全化を図ります。

実施内容
新型コロナウイルス感染症患者受入病床を確保し、一般診療を中断することなく、新型コロナウイルス感染症患者への対応と両立しながら医療
提供体制の維持に努めました。

効果の種別 定量的効果 指標 総収支比率

経営企画課体系番号 ２－① 取組名 市立病院経営健全化の推進 所管課

100 100 100 100 100

100.92 

97.97 

94.58 
94
95
96
97
98
99

100
101
102

R3 R4 R5 R6 R7

総収支比率（％）

目標

実績



13 

②外郭団体への適正関与 

  
  

 ３ 組織の強靱化 

 ①最適な組織と定員管理 

  

  

No 11 行政管理課体系番号 ２－② 取組名 外郭団体の健全経営の促進 所管課

計画内容
外郭団体の経営状況について、引き続き点検・評価を行うとともに、外郭団体の出資者等としての適切な関与を図りながら、健全経営を促進
します。

実施内容 外郭団体（６団体）の決算状況をもとに、経営状況について点検・評価を行い、結果を公表しました。（結果公表は㈱パルテきたこしを除く。）

効果の種別 定性的効果 指標 -

効果
点検・評価等の実施により、外郭団体の経営健全化の促進に
つなげることができました。

R3 R4

達成状況 A A

R6 R7

実施状況 実施 実施 実施

R5

A

No 12 行政管理課体系番号 3－① 取組名 適正な定員管理と効率的な組織整備 所管課

計画内容 各部署における業務執行上の課題を的確に捉え、ＡＩやＲＰＡ等の最先端技術の活用を含め、効率的、効果的な組織体制の整備に努めます。

実施内容
福祉介護分野における行政需要の高まりや消防局の救急需要に対応するための増隊などに伴う増員を行う一方で、新型コロナウイルスワクチ
ン特例臨時接種の終了などに伴う減員を行い、業務量に応じた適正な人員配置に努めました。

効果の種別 定性的効果 指標 -

効果

適正な定員管理に努めました。
（参考） 人口１万人あたりの職員数（普通会計）
※令和5年４月１日現在 　越谷市63.51人
（全国中核市平均64.88人）

R3 R4

達成状況 A A

R6 R7

実施状況 実施 実施 実施

R5

A



14 

②職員の能力強化 

   

  

No 13 行政デジタル推進課体系番号 3－② 取組名 職員の情報利活用能力（ICTリテラシー）の向上 所管課

計画内容 ICT の専門知識やスキルを習得するための職員研修を企画し、計画的に実施します。

実施内容

情報政策担当課職員及び事業課職員においてICTスキル習得を目的とする講習会に参加しました。
・J-LIS研修の受講（11回）
・J-LISによる動画研修の受講（55回）
・埼玉県スマート自治体推進会議による研修の受講（3回）
・DX研修の受講（3回）
（主に副課長級職員対象）
・情報化推進リーダー、サブリーダー研修の受講（４回）

効果の種別 定性的効果 指標 -

効果
情報政策担当課職員と事業課職員のデジタル化に対する意
識を向上させることができました。

R3 R4

達成状況 A A

R6 R7

実施状況 実施 実施 実施

R5

A
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No 14

R6 R7

実施状況 実施 実施 実施

R5

A

効果

複雑化・高度化する行政課題に対応できる職員の能力開発を図るこ

とができました。

（参考）研修別実施件数一覧

R3 R4

達成状況 A A

計画内容 複雑化・高度化する行政課題に的確かつ柔軟に対応できる職員の育成を目的とした研修を引き続き実施します。

実施内容 階層別研修、専門研修、特別研修、派遣研修及び自己啓発研修の５つの体系により職員研修を実施しました。

効果の種別 定性的効果 指標 -

人事課体系番号 3－② 取組名 職員の能力開発の推進 所管課

研修名 コース数 修了者数

階層別研修 12 695

専門研修 6 354

特別研修 15 686

派遣研修 63 197

自己啓発研修 45 57

合計 141 1,989

No 15

R6 R7

実施状況 実施 実施 実施

R5

A

効果

多様な職員採用試験の実施により、多様な人材を確保する
ことができました。
 
（参考）採用実績
民間企業等職務経験者 22人（事務職員17人、技術職員5
人）
保育士 18人（新卒枠12人、実務経験枠6人）

R3 R4

達成状況 A A

計画内容
多様な人材を確保するため、一般の採用試験に加え、民間企業等の経験者や、実務経験を有するシステムエンジニア、保育士、社会福祉士等の
資格保有者を対象とした採用試験を実施します。

実施内容
多様な人材を確保するため、一般の採用試験に加え、民間企業等の経験者や実務経験を有する保育士の資格保有者を対象とした採用試験を
実施しました。

効果の種別 定性的効果 指標 -

人事課体系番号 3－② 取組名 人材の活用・確保 所管課
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 ③リスク・マネジメントの強化 

  
  

  
 

  
 

No 16 行政デジタル推進課体系番号 3－③ 取組名 ICT-BCP、CSIRTの継続運用 所管課

計画内容
ICT-BCP（ICT部門における業務継続計画）やCSIRT（セキュリティ事故対応チーム）等のリスク対応の仕組みを常に最新の状態にし、サイ
バー攻撃やシステム障害などのリスク発生を想定した訓練を定期的に実施します。

実施内容 ICT-BCP及びCSIRTに関する訓練をそれぞれ１回実施しました。

効果の種別 定性的効果 指標 -

効果
訓練の実施により、リスク発生時の迅速・適切な対応策を整
備し、必要な人材を育成することができました。

R3 R4

達成状況 A A

R6 R7

実施状況 実施 実施 実施

R5

A

No 17

R6 R7

実施状況 実施 実施 実施

R5

B

効果

取組を通じて情報セキュリティの強化を図りましたが、セ
キュリティ事故の件数は減少しませんでした。
ただし、研修を受講した職員、また監査を実施した職員が個
人情報の管理方法に関する知識を習得することができまし
た。
●セキュリティ事故の推移
令和３年度：３２件
令和４年度：２９件
令和５年度：３４件

R3 R4

達成状況 B A

計画内容 情報セキュリティ研修やセキュリティ監査を継続して実施し、情報セキュリティ対策を講じます。

実施内容
新採用職員・主査・主任級職員・管理職員に対し、情報セキュリティ研修を実施しました。また、情報セキュリティ外部監査を計14課所、情報セ
キュリティ内部監査を計３４課所に対して実施しました。さらに、新任副課長級の職員等を対象に内部監査員養成研修を実施し、令和５年度は
２５名が内部監査員となりました。

効果の種別 定性的効果 指標 -

行政デジタル推進課体系番号 3－③ 取組名 情報セキュリティ対策の継続 所管課
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No 18

R6 R7

実施状況 検討 検討 実施

R5

A

効果
財務事務における適正な事務執行を阻害する要因を洗い出
し、その対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保す
ることができました。

R3 R4

達成状況 - -

計画内容 内部統制制度を構築して、引き続き事務の適正な執行を図ります。

実施内容 内部統制制度の導入に向けた検討を行い、令和５年度から試行運用を開始しました。

効果の種別 定性的効果 指標 -

行政管理課体系番号 3－③ 取組名 内部統制制度の構築 所管課
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 ４ 暮らしやすさの向上につながる情報化等の推進 

  
  

   

No 19

R6 R7

実施状況 実施 実施 実施

R5

B

効果
活用実績は捉えられておりませんが、市民等が二次利用で
きる行政データの整備を進めました。

R3 R4

達成状況 B B

計画内容
埼玉県オープンデータポータルサイトで公開しているデータセットを毎年新規データセットを５件以上、新規リソースを 30件以上公開します。
また、毎年市民等のニーズ把握によって公開したオープンデータ数を３件以上、オープンデータ 、ビッグデータの活用により、高度化・効率化さ
れた業務数を３件以上とし、市民の利便性の向上を図ります。

実施内容
・埼玉県オープンデータポータルサイトに、新規データセット５件、新規リソース７４件を公開しました。
・市民等のニーズ把握によって公開するオープンデータについては、ニーズを調査・検討中であり、公開には至っていません。

効果の種別 定性的効果 指標 -

行政デジタル推進課体系番号 4 取組名 オープンデータ化の推進 所管課

No 20

R6 R7

実施状況 検討 検討 検討

R5

-

効果 -

R3 R4

達成状況 - -

計画内容 市民が利用可能なWi-Fi環境を、ニーズの高い公共施設等に整備し、市民の利便性の向上を図ります。

実施内容

・Wi-Fi設置に向けて、令和３年度市政世論調査のニーズや利用シーンを想定した場所、個数等を踏まえ、設置後の利用効果について検討しま
した。
・令和５年度においてはエントランス棟開所に併せて設置し、順次整備する計画を検討しましたが、Wi-Fi整備を主たる目的とするものは補助
金の適用対象外であることが分かりました。
・他自治体の事例等を収集したところ、会議室で実施する事業が多く、そこにインターネット接続の環境を準備することで実現できることが分
かりましたが、地区センターや市民会館等の会議室への設置を含め、総合的に検討を進める必要があることが分かりました。
・エントランス棟や、市民利用が想定される地区センターや中央市民会館の会議室を想定したWi-Fiルータの常設や貸出の運用による実現の
検討に着手し、事業者より見積もりを取得しました。
・令和６年度にポータブルＷｉ-Ｆｉ導入を検討することとし、製品の調査に着手しました。

効果の種別 定性的効果 指標 -

行政デジタル推進課体系番号 4 取組名 公共施設の市民向け通信環境整備 所管課
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No 21

実施状況 実施 実施 実施

49％
（831件）

達成状況 A B A

R6 R7

目標
14％

（230件）
27％

（465件）
40％

（694件）
60％

（1,045件）
80％

（1，390件）

R5

効果

オンライン申請等が可能な手続を増やすとともに、ぴったり
サービスの活用によるオンライン化推進に向けてシステム構
築及び運用整理を行いました。

R3 R4

実績
14％

（229件）
19％

（332件）

計画内容
行政手続のオンライン化割合を４％（令和２年度）から80％以上とすることで、市民や事業者に対して、時間や場所を選ばない質の高い行政
サービスを提供します。

実施内容

・令和4年度末時点でオンライン化済の手続数は19％（332件）でしたが、令和５年度末時点では49％（831件）となりました。
・「特に国民の利便性向上に資する手続」について、関係課（子ども福祉課、保育入所課、介護保険課、健康づくり推進課）にて、ぴったりサービ
スでのオンライン化を行いました。また、効率的に申請データを管理するためのWebrings申請管理システムを構築し、運用について整理を
行いました。
・令和５年度から、手続きの各所管部署における積極的なオンライン化の推進及び具体的なオンライン化阻害要因の分析や解消方策の検討等
に着手しました。
・電子申請システムにおける手数料等の電子納付サービスを導入し、住民記録や戸籍関係の証明書、課税証明書の申請手続きのオンライン化
を行いました。

効果の種別 定性的効果 指標 行政手続きのオンライン化割合

行政デジタル推進課体系番号 4 取組名 行政手続きのオンライン化 所管課

14 
27 

40 

60 80 

14 
19 

10

30

50

70

90

R3 R4 R5 R6 R7

行政手続きのオンライン化割合（％）

目標

実績14
27

40

60 80

14
19

49

10

30

50

70

90

R3 R4 R5 R6 R7

行政手続きのオンライン化割合（％）

目標

実績
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No 22

実施状況 検討 実施 実施

43,632人

達成状況 - AA AA

R6 R7

目標 - 29,000人 32,600人 33,100人 33,600人

R5

効果

【ホームページアクセス数】
平均：およそ110万／月

【SNS登録者数】
　43,632人
（内訳）
　LINE（友だち数）　21,179人
　X（旧Twitter）　14,718人
　Instagram　3,275人
　YouTube　4,460人
※SNSの登録者数は日々増減する傾向にあり

R3 R4

実績 - 32,147人

計画内容
市ホームページやSNS等のデジタル通信手段を積極的に活用し、タイムリーな情報でわかりやすく提供することで、市民満足度の向上を図りま
す。

実施内容

【市ホームページでの情報発信】
・学校教育に関するサブサイト「GIGAKOSHIGAYA」をオープンし、また、来年度に向けてふるさと納税及び科学技術体験センターミラクル
をホームページで展開することとしました。
・台風災害の際、ホームページに被害状況や避難所開設の情報を集約し、わかりやすい情報発信に努めました。
・メインサイトトップページのバナーについて、時機をとらえて市民ニーズの高い情報を掲載しました。

令和6年3月31日時点のサブサイト
　①オンラインでできる行政手続きを集めた「ネット市役所」
　②市内で暮らす魅力を発信する「シティプロモーションサイト」
  ③デザイン・ページ構成を一新した「越谷市議会サイト」
  ④子育て情報に特化した「子育てネット」
　⑤学校教育に特化した「GIGAKOSHIGAYA」

【SNSでの情報発信】
・各SNSの特徴を生かし、情報発信を行いました。
　Cityメール：1,213件（R4:1,293件）
　LINE：535件（R4:469件）
　X（旧Twitter）：411件（R4:224件）
　Instagram：85件（R4:７７件）
　YouTube：69件

効果の種別 定量的効果 指標 SNS登録者数

広報シティプロモーション課体系番号 4 取組名 情報発信力の強化 所管課
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No 23

R6 R7

実施状況 実施 実施 実施

R5

A

効果
申請時の添付書類を簡略化することで、市民の利便性の向
上を図ることができました。

R3 R4

達成状況 A A

計画内容 マイナンバーの利活用について他団体との情報連携を進め、各申請手続き等の簡略化を図ります。

実施内容

他団体との情報連携の主な実績
・ひとり親家庭等の医療費の支給事務（子ども福祉課）　127件
・重度心身障害者手当の支給事務（障害福祉課）　203件
・重度心身障害者医療費助成金の支給事務（障害福祉課）　133件

効果の種別 定性的効果 指標 -

行政管理課体系番号 4 取組名 個人番号の利活用の促進 所管課

No 24

R6 R7

実施状況 検討 検討 検討

R5

-

効果 -

R3 R4

達成状況 - -

計画内容 インターネット上で契約を締結することができる電子契約の導入に向けた検討を行い、業務の効率化を図ります。

実施内容
提供事業者のセミナーを受講し、デモ画面等の確認を行いました。また、提供事業者とのオンライン打合せを実施し、LGWAN環境との整合性
や、導入の際に考えられる課題等についてヒアリングを行いました。

効果の種別 定性的効果 指標 -

契約課体系番号 4 取組名 電子契約の導入検討 所管課
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No 25 庁舎管理課体系番号 4 取組名 窓口システムの導入 所管課

計画内容
広告収入を活用して、庁舎内モニター及びインターネット上で混雑状況が確認できるシステムを窓口に導入し、混雑時間の分散化、待ち時間の
負担軽減を図ります。

実施内容
本庁舎1階、第二庁舎1階、南部出張所及び北部出張所に広告モニター及び窓口受付システムを設置しました。広告料を活用し、自主財源の投
入なく、窓口受付システムの設置及び維持管理を行いました。

効果の種別 定量的効果及び定量的効果 指標 広告掲載料による歳入確保

効果

【定量的効果】
広告掲載料による歳入確保 約１１万円
※令和３年度に財政的効果額を計上

【定性的効果】
自主財源の投入なくシステム整備を行うことができました。
また、システム導入によって、庁外でも二次元コード読取に
よって呼出番号確認ができ、混雑状況の配信などから、混雑
緩和に繋がるとともに、来庁者の利便性を高めることがで
きました。

R3 R4

実績 11万円

R6 R7

目標 -

R5

実施状況 実施

達成状況 A
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No 26

30.21%

実施状況 実施 実施 実施

達成状況 A AA AA

R6 R7

目標 11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00%

R5

効果

コンビニ交付率の目標達成により、住民票等証明書をより身
近で取得できることによる住民サービスの向上と証明書交
付窓口の混雑緩和を実現することができました。

R3 R4

実績 15.05% 20.61%

計画内容
コンビニ交付対象の証明書交付割合を9.6％（令和３年３月時点）から 15％に増加させ、住民の利便性の向上及び証明書発行窓口の分散化
による窓口の混雑緩和を図ります。

実施内容

○交付件数（令和5年度）
・コンビニ交付件数  88,419件
《内訳》
　戸籍証明書      7,529件 　住民票の写し    46,762件 　印鑑登録証明書   34,128件

効果の種別 定性的効果 指標 証明書のコンビニ交付率

市民課体系番号 4 取組名 証明書コンビニ交付 所管課

11.00 
12.00 13.00 14.00 15.00 15.05

20.61

30.21

10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00
32.00

R3 R4 R5 R6 R7

証明書のコンビニ交付率（％）

目標

実績

11.00 
12.00 13.00 14.00 15.00 15.05

20.61

30.21

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R3 R4 R5 R6 R7

証明書のコンビニ交付率（％）

目標

実績
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５ 健全財政の強化 

 ①補助金等事業や給付等事業の精査 

  

 

③的確な債権確保と財源の掘り起こしの推進 

  

  

No 27

実施内容
○越谷市私立幼稚園振興補助金及び越谷市私立幼稚園教職員研究事業費補助金
統合及び内容の見直し
○越谷市女子体育連盟補助金廃止

5－① 補助金等の見直し 教育総務課　　指導課

計画内容 市の補助金や助成金等について、必要性、公益性、公平性の観点から、対象者や補助基準等を精査し、適正な執行に向けた見直しを行います。

体系番号 取組名 所管課

効果の種別 定量的効果及び定性的効果 指標 補助金等の見直しによる効果額

効果

【定量的効果】
見直しによる効果額　約９５万円
※令和３年度に財政的効果額を計上
 
【定性的効果】
 補助金の統合によって、補助対象者が一本化されるととも
に補助対象経費の範囲が広がり、幼児教育の環境整備や補
助金の効率的な活用を促進することができました。

R3 R4 R5 R6 R7

目標 -

実績 95万円

実施状況 実施

達成状況 A

No 28

実施状況 検討 検討 検討

-

達成状況 - - -

R6 R7

目標 - - -

R5

効果 -

R3 R4

実績 - -

計画内容 来客駐車場（北側駐車場）を立体化するとともに、市役所利用者以外有料化し、借上げ料及び維持管理費の削減を図ります。

実施内容 令和６年度実施に向け、検討を行いました。

効果の種別 定量的効果 指標 -

庁舎管理課体系番号 5－③ 取組名 駐車場有料化 所管課
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No 30 収納課体系番号 5－③ 取組名 税外債権における未収金の圧縮への指導・助言 所管課

計画内容
令和７年度までに、毎年度当初の滞納繰越分に対する期末の収納率を段階的に令和元年度（16.27％）比 3.73 ポイント向上させ、自主財源
の更なる確保を図ります。

実施内容
令和４年度から新たな取り組みとして開始した弁護士法人への回収業務委託について、令和５年度は委託対象債権を５債権から９債権に拡充
し、回収困難案件への対応強化を図りました。

効果の種別 定量的効果 指標 税外債権の滞納繰越分収納率

効果

R3 R4

実績 14.95% 15.42%

R6 R7

目標 17.52% 18.14% 18.76% 19.38% 20.00%

R5

実施状況 実施 実施 実施

15.27%

達成状況 B B B

17.52
18.14

18.76
19.38

20.00

14.95 15.42
15.2714.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

R3 R4 R5 R6 R7

税外債権の滞納繰越分収納率（％）

目標

実績

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 29 収納課体系番号 5－③ 取組名 市税の収納率の向上 所管課

計画内容
令和７年度までに、市税の現年度分及び滞納繰越分の合計収納率を令和元年度（97.29%）比0.40 ポイント向上させ、自主財源の更なる確
保を図ります。

実施内容 徴収業務体制の随時見直しや効果的な収納対策を企画・実施することで、効率的な徴収業務を行いました。

効果の種別 定量的効果 指標 市税の収納率

効果

R3 R4

実績 97.96% 98.25%

R6 R7

目標 97.37% 97.45% 97.53% 97.61% 97.69%

R5

実施状況 実施 実施 実施

98.43%

達成状況 AA AA AA
97.37 97.45 97.53 97.61 97.69
97.96

98.25
98.43

97.00
97.20
97.40
97.60
97.80
98.00
98.20
98.40
98.60

R3 R4 R5 R6 R7

市税の収納率（％）

目標

実績
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No 31

実施状況 実施 実施 実施

達成状況 AA AA AA

目標 15.79% 15.99% 16.19% 16.39% 16.59%

実績 18.63% 16.52% 20.16%

指標 保育所保育料の収納率（滞納繰越分）

R3 R4 R5 R6 R7

99.39%

R6 R7

目標 99.11% 99.13% 99.15% 99.17% 99.19%

R5

効果

R3 R4

実績 99.52% 99.20%

計画内容
令和７年度までに、現年度分の収納率を令和元年度（99.09％）比0.1ポイント、滞納繰越分を令和元年度（15.59％）比 1.00ポイント向上さ
せ、自主財源の更なる確保を図ります。

実施内容
・滞納者に対して、毎月の督促状の送付に加え、年４回にわたり文書催告及び随時電話催告を行いました。
・換価性の高い給与・預貯金・生命保険照会に重点を置いた財産調査を実施しました。
・給与差押1件を実施しました。

効果の種別 定量的効果 指標 保育所保育料の収納率（現年度分）

保育施設課体系番号 5－③ 取組名 保育所保育料の収納率の向上 所管課

99.11 99.13 99.15 99.17 99.19

99.52

99.20

99.39

98.50

98.70

98.90

99.10

99.30

99.50

99.70

R3 R4 R5 R6 R7

保育所保育料の収納率（現年度分）（％）

目標

実績

15.79 15.99 16.19 16.39 16.59

18.63
16.52

20.16

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

R3 R4 R5 R6 R7

保育所保育料の収納率（滞納繰越分）（％）

目標

実績



27 

  

 

６ その他行政改革として取り組むもの 

 ①地球環境問題への積極的な取組 

  

No 32 教育総務課体系番号 5－③ 取組名 入学準備金貸付金償還金の収納率の向上 所管課

計画内容 令和７年度までに、現年度分の収納率を令和元年度（88.79％）比1.77ポイント向上させ、自主財源の確保を図ります。

実施内容
・督促後履行されない場合、速やかに借受人に対し文書催告を行い、それでも履行されない場合は連帯保証人へ文書催告を行いました。
・連帯保証人への文書催告後履行されない場合、借受人等に対して電話催告及び臨宅催告を実施しました。
・納付相談を実施し、分納誓約等による債務承認により時効の更新の措置を行いました。

効果の種別 定量的効果 指標 入学準備金貸付金償還金の収納率

効果

R3 R4

実績 90.97% 90.18%

R6 R7

目標 89.26% 89.58% 89.90% 90.22% 90.56%

R5

実施状況 実施 実施 実施

87.10%

達成状況 AA AA B

89.26 89.58 89.90 90.22 90.56 

90.97 90.18 

87.10 
85
86
87
88
89
90
91
92

R3 R4 R5 R6 R7

入学準備金貸付金償還金の収納率（％）

目標

実績

No 33

R6 R7

実施状況 実施 実施 実施

R5

A

効果
地球温暖化対策や脱炭素社会の構築に向けた取組を推進す
ることができました。

R3 R4

達成状況 A A

計画内容
地球温暖化対策や脱炭素社会の構築のため、ゼロカーボンシティ宣言や普及啓発を行います。また、建築物や機器・設備の省エネルギー化を
促進するため、公共施設への導入検討と市民等への普及啓発や支援を検討し、脱炭素社会の構築に寄与します。

実施内容

・ゼロカーボンシティ実現に向けた庁内の施策を検討する「ゼロカーボン推進チーム」において、令和12年度ごろまでの事業素案を検討しまし
た。
・脱炭素に係る職員の意識醸成を図るため、「カーボンニュートラル勉強会」を実施しました。
・実質再生可能エネルギー由来の電力を74の公共施設において継続して導入しました。
　導入施設：地区センター・公民館（１０施設）、市民会館（２施設）、交流館（４施設）、斎場、小中学校（４４施設）、給食センター（３施設）、公園施設
（６施設）、体育館（４施設）

効果の種別 定性的効果 指標 -

環境政策課体系番号 6 取組名 エネルギーの効率的な利用 所管課
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No 35

実施状況 実施 実施 実施

4か所

達成状況 AA AA AA

R6 R7

目標 2か所 2か所 3か所 3か所 4か所

R5

効果

食品ロス削減を推進することができました。 R3 R4

実績 4か所 4か所

計画内容 フードドライブの回収場所の数を段階的に増やすことで、食品ロス削減の取組を推進します。

実施内容 フードドライブの回収場所を越谷市役所、リサイクルプラザ、児童館（２館）の計４か所で実施しました。令和5年度回収量569.83ｋｇ

効果の種別 定性的効果 指標 フードドライブの回収場所

資源循環推進課体系番号 6 取組名 食品ロス削減の推進 所管課

2 2

3 3

44 4

4

0

1

2

3

4

5

R3 R4 R5 R6 R7

フードドライブの回収場所（か所）

目標

実績
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５-２ 個別取組内容（追加取組分） 

１ 事務事業の改革強化 

 ①経費削減の徹底 

  
 
 

  
 
 

No 追加1

実施状況 実施

達成状況 A

実績 7万円

効果の種別 定量的効果 指標 一括発注による経費削減額

効果

○一括発注に伴う効果額
約７万円

※令和３年度に財政的効果額を計上

R3 R4 R5 R6 R7

目標 -

実施内容 年３回発注する場合と年１回発注する場合の２種類の参考見積書を聴取し、単価の比較を行いました。

１－① 印刷請負の発注方法の変更 総務課

計画内容
共通封筒及び賞状用紙の印刷請負について、大量発注によるスケールメリットを活かすため、令和2年度より年３回の分割発注から年度当初
の一括発注に切り替えます。

体系番号 取組名 所管課

No 追加２

実施状況 実施

達成状況 A

実績 102万円

効果の種別 定量的効果 指標 移転に係る事務作業等の経費削減額

効果

○移転に係る事務作業等の経費削減
１０２万円

※令和３年度に財政的効果額を計上

R3 R4 R5 R6 R7

目標 -

実施内容 複合機の契約締結及び更新に係る作業を新庁舎移転に併せて行いました。

１－① 複合機にかかる賃借料、使用料及び移設費の削減 総務課

計画内容 複合機の契約更新を本庁舎開設に伴う事務室の移転に併せて一括調達します。

体系番号 取組名 所管課
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No 追加３

実施状況 実施

達成状況 A

実績 10万円

効果の種別 定量的効果 指標 複数回線の集約による事業費の削減額

効果

○回線集約による効果額
約１０万円

※令和３年度に財政的効果額を計上

R3 R4 R5 R6 R7

目標 -

実施内容 電話・FAX・インターネット回線を光回線に集約しました。

１－① 複数回線の集約化 生涯学習課

計画内容 「あだたら高原少年自然の家」解体工事に伴う事務室移設に合わせて、電話・FAX・インターネット回線を光回線に集約します。

体系番号 取組名 所管課

No 追加4 子ども施策推進課体系番号 １－① 取組名 こしがや子育てネットの統合 所管課

計画内容 -

実施内容 令和４年度に市ホームページリニューアルに併せて、こしがや子育てネットを統合したため、令和５年度から委託費の全額を削減しました。

効果の種別 定量的効果 指標 委託費削減の効果額

効果

○委託費削減の効果額
令和４年度：176万円から152万円へ削減
　削減実績額２４万円
令和５年度：委託費全額を削減
　削減実績額152万円

R3 R4

実績 24万円

R6 R7

目標 - -

R5

実施状況 実施 実施

152万円

達成状況 - -
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No 追加5

実施状況 着手 実施

492万円

達成状況 - -

R6 R7

目標 - -

R5

効果

事業費の一部を一般会計から介護保険特別会計に移行した
ことにより、令和５年度は令和４年度と比較して市の一般財
源負担額が約49２万円削減できました。
R4：942万円⇒R5：450万円

R3 R4

実績 -

計画内容 -

実施内容
「ふらっと」がもうを対象とする、助け合いの仕組みづくり事業（地域共生推進課)と地域支え合いサービス事業（経済振興課）について、介護保
険法の地域支援事業の対象となるよう事業整理を行い、事業費の一部を一般会計から介護保険特別会計に移行することで、市負担分の
80.75%を削減しました。

効果の種別 定量的効果 指標 事業の統合による事業費の削減額

 地域共生推進課　経済振興課体系番号 １－① 取組名 地域支援事業の統合 所管課

No 追加6

実施状況 着手 実施

278万円

達成状況 - -

R6 R7

目標 - -

R5

効果
事業費の一部を一般会計から介護保険特別会計に移行した
ことにより、令和５年度の市の一般財源負担額を約278万
円削減できました。

R3 R4

実績 -

計画内容 -

実施内容
シルバーハウジング緊急通報システム事業及び緊急通報システム事業について、介護保険法で定める地域支援事業の対象となるよう、一般会
計から介護保険特別会計に移行するといった会計整理を行うことで、市負担分の８０．７５％を削減しました。

効果の種別 定量的効果 指標 事業の統合による事業費の削減額

 地域包括ケア課体系番号 １－① 取組名 会計整理による市の負担分軽減 所管課
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No 追加9 広報シティプロモーション課体系番号 １－① 取組名 会議録作成委託経費の削減 所管課

計画内容 委員会の会議録作成において、AI議事録を活用して議事録を作成することで、委託料の削減や契約事務の時間短縮を図ります。

実施内容 委員会の会議録作成において、AI議事録を活用して議事録を作成することで、委託料の削減や契約事務の時間短縮を図りました。

効果の種別 定量的効果 指標 決算額（円）

効果
委託料7万円の削減や、契約事務の時間短縮（約2時間）を
図ることができました。

R3 R4

実績

R6 R7

目標 -

R5

実施状況 実施

７万円

達成状況 -

No 追加10

実施状況 着手

-

達成状況 -

R6 R7

目標 -

R5

効果

予算編成及び執行管理事務費に係る印刷製本費の削減
令和5年度当初予算額　160万円
令和6年度当初予算額　１３０万円

※効果額30万円は令和６年度に計上予定

R3 R4

実績

計画内容 予算編成及び執行管理事務に係る業務を見直すことにより印刷製本費の削減を図ります。

実施内容
地方自治法第２４３条の３第１項及び越谷市財政状況の公表に関する条例に基づき、年2回公表している小冊子「越谷市の財政状況」につい
て、業者発注により作成していたものを、庁内作成とすることで経費の削減を図りました。

効果の種別 定量的効果 指標 予算編成及び執行管理事務費に係る印刷製本費の削減額

財政課体系番号 １－① 取組名 予算編成及び執行管理事務費に係る印刷製本費の削減 所管課



33 

 

 
  

 
  

  
 
 

No 追加11 人事課体系番号 １－① 取組名 人事評価の検証結果報告書作成等業務の見直し 所管課

計画内容
令和4年度まで外注していた人事評価の実施に係る検証結果報告書作成等業務委託を、令和５年度から職員が行うことにより、委託料の削減
を図ります。

実施内容
人事評価の実施に係る検証アンケート集計作業や検証結果の報告書作成について、エクセルのマクロを使用した集計ファイルを作成するなど
自前で行えるようにしたことで、外注が不要となり、委託料を削減することができました。

効果の種別 定量的効果 指標

効果
○評価者研修等委託料の削減
　約39万円

R3 R4

実績

R6 R7

目標 -

R5

実施状況 実施

39万円

達成状況 -

No 追加12 障害福祉課体系番号 １－① 取組名 重度心身障がい者手当支払決定通知書の廃止 所管課

計画内容
重度心身障がい者手当の年4回（2・5・８・11月）の手当支給時に送付している支払決定通知書（はがき）を廃止することにより、経費の削減を
図ります。

実施内容 事前周知をしたうえで、令和5年8月支払い分から支払決定通知書を廃止しました。

効果の種別 定量的効果 指標 経費の削減額

効果
廃止に係る経費削減
手数料　　　　　約　６万円
印刷製本費　　約１８万円

R3 R4

実績

R6 R7

目標 -

R5

実施状況 実施

２４万円

達成状況 -
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５ 健全財政の強化 

 ③的確な債権確保と財源の掘り起こしの推進 

  
 

No 追加7

実施状況 実施 実施

1,350万円

達成状況 - -

R6 R7

目標 - -

R5

効果

○寄附受領額
1,350万円

※効果額　　1,187万円
寄附受領額（1,350万円）-投資経費（163万円）

R3 R4

実績 2,130万円

計画内容 「企業版ふるさと納税」の仕組みを活用し、寄附という形で金銭の支援をいただき、自主財源の確保を図ります。

実施内容 令和４年度から寄附の募集を開始し、チラシ配布や専用サイトへの掲載のほか、ＰＲ等支援業務委託先事業者を通じてＰＲを実施しました。

効果の種別 定量的効果 指標 寄附受領額

経済振興課体系番号 ５－③ 取組名 企業版ふるさと納税制度の推進 所管課



35 
  

No 追加8

計画内容
ふるさと納税専用サイト等を通じて、クラウドファンディングという形で自主財源の確保を図ります。
併せて、ふるさと納税制度（個人版）を推進します。

実施内容
ふるさと納税専用サイト等を通じて、活動資金の調達を希望する団体の活動・事業内容やプレーパーク移動型拠点施設（車両）購入プロジェク
ト、しらこばと運動公園競技場第3種公認再取得プロジェクトをPRし、クラウドファンディングによる寄附を募集しました。
併せて、ふるさと納税制度（個人版）を活用し寄附金を集め、快適で活力ある魅力的なまちづくりを推進しました。

効果の種別 定量的効果 指標 寄附受領額（市民活動支援課）

体系番号 ５－③ 取組名
ふるさと納税制度の拡充（クラウドファンディ
ング、個人版）

所管課

市民活動支援課
青少年課

生活衛生課
スポーツ振興課

経済振興課

R6 R7
目標 - -

効果

【令和５年度】
○クラウドファンディングによる寄附受領額
・NPO等の支援　約257万円　…①
・プレーパーク移動型拠点施設（車両）購入プロジェクト
　約２４万円　…②
・しらこばと運動公園競技場第3種公認再取得プロジェクト
　約157万円　…④

○ふるさと納税制度による寄附受領額
　5,255万円（クラウドファンディングを除く）　…⑤

※効果額　約4,462万円
　 寄附受領額（約5,693万円）‐投資経費（約1,231万円）

【令和４年度】
○クラウドファンディングによる寄附受領額
・NPO等の支援　約470万円　…①
・動物愛護推進プロジェクト　約333万円　…③

○ふるさと納税制度による寄附受領額
　約2,636万円（クラウドファンディングを除く）　…⑤

※効果額　約2,806万円
　 寄附受領額（約3,439万円）‐投資経費（約633万円）

① R3 R4 R5

実績 470万円 257万円

達成状況 - -
実施状況 実施 実施

目標 -

指標 寄附受領額（青少年課）
② R3 R4 R5 R6 R7

実施状況 実施
実績 24万円

指標 寄附受領額（生活衛生課）
③ R3 R4 R5 R6 R7

達成状況 -

実績 333万円
目標 -

達成状況 -
実施状況 実施

目標 -

指標 寄附受領額（スポーツ振興課）
④ R3 R4 R5 R6 R7

実施状況 実施
実績 157万円

指標 寄附受領額（経済振興課）
⑤ R3 R4 R5 R6 R7

達成状況 -

実績 2,636万円 5,255万円
目標 - -

達成状況 - -
実施状況 実施 実施
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越谷市行政改革の取組実績 
 

 

行革

大綱 
取組年度 歳出歳入効果額（円） 主な取組 

第

１

次 

昭和 60 年度 433,253,469 定員管理の適正化（保育所措置児童数減少に伴う保母減等）【123,866,356 円】 

昭和 61 年度 119,115,809 OA 化等事務改革の推進（福祉マスター管理システムの電算化等）【49,300,578 円】 

昭和 62 年度 168,627,966 OA 化等事務改革の推進（ワープロの活用に伴うタイピストの減等）【68,318,440 円】 

合計 720,997,244  

第

２

次 

平成 7 年度 94,843,376 民間委託の推進（可燃物収集運搬業務委託等）【62,360,651 円】 

平成 8 年度 331,268,806 
OA 化等事務改革の推進（第 2 学校給食センターの改修に伴い残る自校調理校を給食センター

へ吸収等）【44,628,094 円】 

平成 9 年度 442,748,334 組織・機構の簡素合理化（公有財産の有効活用等）【64,330,594 円】 

平成 10 年度 138,667,482 使用料・手数料・分担金・負担金の適正化【156,451,217 円】 

平成 11 年度 107,588,216 使用料・手数料・分担金・負担金の適正化【135,476,276 円】 

合計 1,115,116,214  

第

３

次 

平成 12 年度 823,775,215 公共工事のコスト縮減【578,217,000 円】 

平成 13 年度 412,024,586 経費の節減合理化等【2,912,078 円】 

平成 14 年度 659,947,752 定員管理の適正化（市費学校事務職員と学校校務主事の見直し）【152,026,236 円】 

平成 15 年度 459,092,125 給与の適正化（給与・期末手当の引き下げ）【307,100,000 円】 

平成 16 年度 154,985,923 省資源・省エネルギーの推進（率先実行計画の策定）【104,000,000 円】 

※平成 17 年度 228,730,300 事務事業の見直し（管理施設（学校宿舎）の廃止）【112,553,954 円】 

合計 2,738,555,901  

第

４

次 

※平成 17 年度 171,882,704 省資源・省エネルギーの推進（率先実行計画の策定）【24,500,000 円】 

平成 18 年度 438,665,436 民間委託等の推進（保育所の効果的運営）【122,412,000 円】 

平成 19 年度 640,596,233 定員管理の適正化（定員管理計画の策定）【154,071,323 円】 

平成 20 年度 841,688,504 定員管理の適正化（定員管理計画の策定）【290,656,115 円】 

平成 21 年度 858,743,057 民間委託等の推進（保育所の効果的運営）【148,652,000 円】 

平成 22 年度 730,838,214 定員管理の適正化（定員管理計画の策定）【135,507,840 円】 

合計 3,682,414,148  

第

５

次 

平成 23 年度 591,911,000 民間保育園の整備促進（施設整備費の削減）【301,085,000 円】 

平成 24 年度 915,137,000 地方公営企業の経営健全化（下水道使用料の改定）【592,095,000 円】 

平成 25 年度 283,043,000 民間保育園の整備促進（施設整備費の削減）【269,603,000 円】 

平成 26 年度 731,070,000 経費の節減合理化等（老人福祉センター使用者送迎バスの見直し）【19,118,000 円】 

平成 27 年度 961,893,000 民間保育園の整備促進（施設整備費の削減）【882,213,000 円】 

合計 3,483,054,000  

第

６

次 

平成 28 年度 316,559,000 地方公営企業の経営健全化（下水道使用料の改定）【160,000,000 円】 

平成 29 年度 164,603,000 地方公営企業の経営健全化（下水道使用料の改定）【149,967,000 円】 

平成 30 年度 16,283,000 経費の削減（公共下水道における水洗化の促進）【1,933,000 円】 

令和元年度 10,080,000 省エネルギーの推進・経費の削減（道路照明灯の LED 化）【7,282,000 円】 

令和 2 年度 8,351,000 経費の削減（定型作業の RPA 導入による自動化）【4,773,000 円】 

合計 515,876,000  

第

７

次 

令和３年度 166,099,000 特別会計事業・公営事業会計の財政健全化（公共下水道事業の経営改善）【134,000,000 円】 

令和４年度 191,321,000 経費削減の徹底（AI・RPA 活用による業務効率化と市民サービスの向上）【21,572,000 円】 

令和５年度 98,058,000 健全財政の強化（ふるさと納税制度の拡充）【44,620,000 円】 

令和６年度   

令和７年度   

合計 455,478,000  

※平成 17 年度は、第３次と第４次でカウント 

第１次～第７次 累計効果額 127 億 1,149 万 1,507 円 
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Ⅰ 事務事業評価（事後評価）の概要 
 

1 目的 

事務事業評価（事後評価）（以下、「事後評価」という 。）は、行政運営の中に計画( PLA N ) →実施( DO)

→検証( CHECK) →改善( A CTION ) のマネジメ ント・サイクルを回すことにより 、経営資源（ヒ ト・モノ・カ

ネ・情報）の最適配分を図り 、計画に位置付けられた施策を総合的・計画的・効果的に推進していくことを

目的とする。 

2 実施時期と実施内容 

  令和６年度に行った事後評価の実施時期と実施内容は図表 1-1 のとおりである。 

 
図表 1-1：【事務事業評価の実施時期と実施内容】 

実施時期 実施内容 

令和６年 5 ～7 月 事後評価実施 

令和６年８月 行政経営推進本部会議へ報告 

令和６年８月 行政経営審議会へ報告 

令和６年８月以降 
市民へ公表 

組織定数の調整や予算編成の参考資料として評価結果を活用 
   

 

3 実施手順 

図表 1-2 のとおり 、令和６年度の評価対象となる各事業について、事業課において評価を行った。その

後、行政管理課において集計を行い、その結果を組織・定数の調整や行政改革とも リ ンクさせるほか、予

算編成の参考資料として活用する。 

 

図表 1-2：【事務事業評価（事後評価）の実施手順】 

 

  
項目 担当 担当課 行政管理課 財政課 

１ 対象事業の確認 確認    
２ 事務事業評価表等の作成 作成・評価 評価   
３ 評価表等の提出  提出 確認  
４ 集計   集計  

5 予算編成の参考資料として
活用    活用 

６ 予算編成    予算査定 
７ 公表   公表  
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4 評価対象事業 

行政管理課において評価対象事業の選定基準（図表 1-3 ）に基づき２8 事業を対象とした。（詳細は別添

参考資料「事務事業評価（事後評価）対象事業」のとおり ） 

図表 1-3：【評価対象事業の選定基準】 

 
 
 
 

 

 

 

 

5 評価方法 

（１） 総合評価 

事業課において、各事業について個別評価を踏まえた上で、課題の有無や内容、改善の程度等により

ＡからＤまでの 4 段階（図表 1-4 ）で総合評価を行った。 
 

図表 1-4：【総合評価の内容】 

評価 内容 

Ａ 事業内容は適切である 

Ｂ 課題が少しあり 事業の一部見直しが必要 

Ｃ 課題が多く事業の大幅な見直しが必要 

Ｄ 事業の休・廃止を含めた検討が必要 

 
（２） 個別評価 

事業課において、各事業について必要性（市が担う ことの必要性が高いか）、有効性（事業の成果が

出ているか）、効率性（最少の資源投入量で最大の結果が出ているか）の視点（図表 1-5 ）に基づき、個

別評価を行った。具体的には、各評価視点につき３つの評価項目（図表 1-6 ）を設け、それぞれについて

評価を行った。 

図表 1-5【事務事業と評価視点との関連図】 

 

 

① 令和５年度事後評価の総合評価において「C」又は「D」と評価された事業 

② 令和５年度事後評価の今後の方向性において「縮小・再構築の方向で検討」と回

答した事業 

③ 前年度実施の外部評価対象事業 

④ 企業版ふるさと納税対象事業 

⑤ クラウドファンディング実施事業 

⑥ インセンティブ制度の対象事業として報告する予定の事業 
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図表 1-6：【評価視点と評価項目】 

 

  

項目 評価の視点 

必
要
性 

社会的なニーズ 社会情勢等の変化を踏まえ、自治体が実施する事業としてふさわしいか 

市が実施すべき妥当性 
国、県に類似する事業がなく、民間企業による実施やサービスの確保が困

難で市が主体となって実施する意義があるか 

民間との連携 市単独ではなく、民間企業と連携して実施可能な事業かどうか 

有
効
性 

事業目的達成への繋がり 事業成果の向上が、事業目的の達成につながっているか 

事業見直しの必要性 
事業の実施内容（活動量）に見合った十分な成果が出ているか、成果をあ

げるための事業の見直しを随時行っているか 

ニーズの傾向 
事業の対象者からどの程度の事業実施のニーズがあるか、ニーズを把握し

ているか 

効
率
性 

活動量の成果 事業の活動量（人工、コスト等）に見合った成果が出ているか 

将来コストの見込み 事業を継続する場合、その人工、コストの増減見込み 

受益者負担の適正度 受益と負担の適正化が図られているか 
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6 評価結果 

   事業の総合評価として、Ａ（事業内容は適切である）、Ｂ（課題が少しあり 事業の一部見直しが必要）、Ｃ

（課題が多く事業の大幅な見直しが必要）、Ｄ（事業の休・廃止を含めた検討が必要）の 4 段階評価を実施

し、その結果を集計した。 

    評価対象とした 2 8 事業中、Ａ評価は８事業（2 8 .6 ％）、Ｂ評価は 17 事業（7 1.4 ％）、Ｃ評価及びＤ評価

は 0 事業となった。（図表 1-7 ） 

 
図表 1-7：【総合評価 集計結果及び構成比】 

総合評価 事業数 構成比 

Ａ（事業内容は適切である） ８ 28.6％ 

Ｂ（課題が少しあり事業の一部見直しが必要） 20 71.4％ 

Ｃ（課題が多く事業の大幅な見直しが必要） 0 0％ 

Ｄ（事業の休・廃止を含めた検討が必要） 0 0％ 

合計 2８ 100％ 

 

 
 

 
 
  

A（事業内容は適切である）

8事業

（28.6％）

Ｂ（課題が少しあり事業の一部

見直しが必要）

20事業

（71.4％）

総合評価
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７ 今後の方向性 

事業課において、総合評価を踏まえた各事業の今後の方向性として、「現状のまま継続」、「見直しの上継

続」、「縮小・再構築の方向で検討」「休・廃止の方向で検討」の 4 段階で示した。（図表 1-8 ）。 

2 8 事業のう ち、「現状のまま継続」は７事業（2 5 .0 ％）、「見直しの上継続」は 1７事業（6 0 .7 ％）、「縮小・

再構築の方向で検討」は 4 事業（14 .3 ％）、「休・廃止の方向で検討」は 0 事業となった。 
 

図表 1-8：【今後の方向性 集計結果及び構成比】 

 
 

 
 
 
 

図 1-8 で縮小・再構築の方向で検討とした４事業 

 

 

現状のまま継続

7事業

（25.0％）

見直しの上継続

17事業

（60.7％）

縮小・再構築の方向で検討

4事業

（14.3％）

今後の方向性

今後の方向性 説明 事業数 構成比 

現状のまま継続 
方法等に問題がなく、現状とおり事業を継続することが妥当であ

ると判断されたもの。 ７ 25.0％ 

見直しの上継続 
一定の成果があがっているが、事業手段・内容の変更等によって

さらに成果の向上が見込まれると判断されるもの。 
17 60.7％ 

縮小・再構築の 

方向で検討 

一定の成果があがっているが、サービスの供給が過大になってい

る、コストの節減が必要であるなどと判断されるもの。 
4 14.3％ 

休・廃止の 

方向で検討 

事業の目的・意義が低下しているもの、成果がほとんど見られな

いもの等、事業の休止や廃止が妥当であると判断されたもの。 
0 0％ 

合計 28 100％ 

頁 番号 課名 事業名 

8 060107 市民活動支援課 交流館運営費  

9 060115 市民活動支援課 交流館施設改修費  

10 060116 市民活動支援課 交流館施設管理費     

23 110601 経済振興課 地域商業活性化事業（まちなか賑わい創出事業費補助金等） 


